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１	略称
	 次のとおり略称を用いる場合があります。
	 「下水道事業経営戦略」　　　　　＝　「本経営戦略」
	 「公共下水道事業」　　　　　　　＝　「公共」
	 「特定環境保全公共下水道事業」　＝　「特環」
	 「農業集落排水事業」　　　　　　＝　「農集」
	 「豊川市」　　　　　　　　　　　＝　「本市」
	 「愛知県」　　　　　　　　　　　＝　「県」
	 「豊川流域下水道」　　　　　　　＝　「流域」
２	年度及び年号表記
	 ①　元号については次のとおり略称を用いる場合があります。
	 　　「昭和」＝「Ｓ」　「平成」＝「Ｈ」　「令和」＝「Ｒ」
	 ②	 令和 12年度（2030年度）以降は、主に西暦表記とします。
３	消費税及び地方消費税の表記
	 消費税及び地方消費税が含まれない場合は「税抜」と表記します。

注　記

4



第１章　　はじめに

第１章　はじめに

１　策定の趣旨

　本市では、生活環境の快適性や利便性の向上及び都市の健全な発達とともに、
公共用水域の水質保全を目的に、雨水では昭和30年代から都市下水路の建設を
開始し、汚水では昭和47年度から公共下水道築造工事に着手して以来、順次対
象区域を拡張して下水道の整備を進めています。
　しかし、今後は建設から50年以上経過する施設が増加し、老朽化に伴う改築
更新費用が増大することに加え、人口減少や節水機器の普及等による使用水量の
減少が懸念される大変厳しい経営環境となっています。他方で、発生が危惧され
る南海トラフ地震だけでなく、令和元年の房総半島台風や東日本台風、令和２年
７月豪雨にあったような局地的な大雨による河川や内水の氾濫等、頻発化・激甚
化する自然災害への備えが求められています。
　また、新型コロナウイルス感染症の蔓延による経済への影響等の先行きが不透明な状
況の中で、下水道事業に取り巻く多くの課題を克服し、市民生活に欠くことのできない重
要なライフラインである下水道事業を持続的・安定的に供給していく必要があります。
　そこで、本市では、中長期的な視点で経営基盤の強化や財政運営の強化を図る
ため、下水道事業の経営に必要な理念や方針、具体的な取組や目標を示す「豊川
市下水道事業経営戦略」を、国が要請する趣旨を踏まえ初めて策定しました。
　平成27年に国連サミットにて示された「持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）」
では、「安全な水とトイレを世界中に」、「住み続けられるまちづくりを」や
「海の豊かさを守ろう」などの目標が掲げられています。国際的にも大変重要な
取組である下水道の供給が持続的・安定的に果たせるように、今後は本経営戦略
に基軸を置いて下水道事業を運営していきます。

２　対象事業

　本経営戦略は、「公共下水道事業（特定環境保全公共下水道事業を含む。）」
及び「農業集落排水事業」を対象とします。
　なお、公共下水道事業は、内容により特定環境保全公共下水道事業を除くこと
があります。（この場合はその旨を明記します。）　
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第１章　　はじめに

３　計画期間

　本経営戦略は、中長期的な下水道事業の経営を展望し、その見通しを明確にす
るため、計画期間を令和3年度から令和12年度までの10年間とします。
　なお、今後の社会経済情勢の変化に適切に対応するため、本経営戦略の評価や
達成状況を踏まえ、本市第６次総合計画の計画期間の最終年となる令和7年度に
合わせ本経営戦略の見直しを行います。

４　位置づけ

　本経営戦略は、国連が示すＳＤＧｓの理念とともに、本市の総合計画等や国・
県の各種計画等の上位計画の内容を反映し、その実現を図ります。また、既存の
下水道関連計画や各種施策の計画等とも整合を図り、下水道事業の中心的・基本
的な計画として位置付けるものです。

【図１　位置づけイメージ】
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第２章　　現状と課題、見通し

第２章　現状と課題、見通し

１　事業の沿革

　本市の下水道事業は、昭和30年代に都市下水路の整備から始まり、当初は平
井ポンプ場の整備をはじめ雨水事業を進めていました。汚水事業については、昭
和46年度に下水道基本計画を策定した後、翌昭和47年度から公共下水道事業と
して工事に着手し、現在まで拡張整備を行っています。昭和55年度には豊川浄
化センターの稼働に合わせ汚水処理を開始し、同時に使用料の徴収も始め、以後
5回の料金改定を行っています。
　農業集落排水事業は、正岡地区で平成4年度に事業採択を受けて整備を進め、
平成7年度に供用を開始し、一宮東部が平成12年度、千両が平成14年度、一宮
西部が平成16年度に供用を開始しています。
　近年では、管路の長寿命化を図るストックマネジメント事業や施設の耐震化を
図る下水道総合地震対策事業を行うとともに、経営健全化を図るため、地方公営
企業法の財務規定等の適用を受け、複式簿記・発生主義といった企業会計方式に
よる経理事務を開始しています。

S30 年代
S43
S46
S47

S48
S49
S50
S52
S53
S54
S55
S56
S57
S58

都市下水路整備開始
平井ポンプ場稼働
下水道基本計画策定
下水道事業計画認可（第１次拡張事業）【豊川市】
公共下水道整備開始【豊川市】

公共下水道整備開始【旧音羽町・御津町】
下水道事業計画変更（第２次拡張事業）【豊川市】
公共下水道整備開始【旧小坂井町】

下水道事業計画変更（第３次拡張事業）【豊川市】

公共下水道整備開始【旧一宮町】
正岡樋管稼働

 

下水道課設置

受益者負担金条例制定
下水道事業特別会計設置

下水道条例制定
供用開始【豊川市】
下水道建設事務所設置

供用開始【旧御津町】

年度 整備関係 経営・その他関係
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第２章　　現状と課題、見通し

S59
S61

S63
H1

H2
H3
H4
H5
H6
H7
H8
H9
H10

H11
H12
H13
H14
H16
H17
H19
H20

H21
H23
H26
H28
H29

H30

R1

R2

下水道事業計画変更（第４次拡張事業）【豊川市】

下水道事業計画変更（第５次拡張事業）【豊川市】

橋尾樋管稼働
特定環境保全公共下水道整備開始【旧御津町】
正岡農業集落排水事業採択
下水道事業計画変更（第６次拡張事業）【豊川市】

一宮東部（江島）農業集落排水事業採択

下水道事業計画変更（第７次拡張事業）【豊川市】
千両農業集落排水事業採択
特定環境保全公共下水道整備開始【豊川市】
一宮西部農業集落排水事業採択

下水道事業計画変更（第８次拡張事業）【豊川市】

下水道事業計画変更（第９次拡張事業）【豊川市】
都市下水路が全て変更区域に移行

ストックマネジメント事業開始
下水道事業計画変更（第 10次拡張事業）
下水道総合地震対策計画策定

下水道使用料改定（平均改定率 31.8％）
供用開始【旧一宮町・小坂井町】
供用開始【旧音羽町】
下水道使用料改定（平均改定率 29.6％）
消費税導入（3％）

農業集落排水事業特別会計設置
下水道使用料改定（平均改定率 7.3％）

正岡農業集落排水施設供用開始
下水道使用料改定（平均改定率 5.8％）
消費税率改定（5％）
農業集落排水事業が下水道部門へ移管

江島農業集落排水施設供用開始
上下水道部設置
千両農業集落排水施設供用開始
一宮西部農業集落排水施設供用開始
一宮町合併
音羽町・御津町合併
水道料金等業務包括委託開始

小坂井町合併
下水道使用料改定（平均改定率 7.3％）
消費税率改定（8％）

下水道事業特別会計・農業集落排水事業
特別会計廃止
地方公営企業法財務規定等適用開始
消費税率改定（10％）
下水道事業経営戦略策定予定

年度 整備関係 経営・その他関係
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第２章　　現状と課題、見通し

２　現状と課題、見通し

　本市の下水道事業に現状と課題について、「整備（接続）」、「施設」、「財
政」、「組織・人員」という下水道の経営資源に着目し、経営分析も含めて各分
野別に状況を整理するとともに、「財政」については今後の見通しについて整理
します。また、各分野に共通する「民間活用」、「広域化・共同化」、「災害対
策」の状況についても後段にて整理します。

整備（接続）の状況

現　状

①　汚水施設の状況
　公共下水道は、昭和47年度から整備に着手して以来、順次事業を拡大し、
令和元年度末で処理区域面積が3,362ha、布設延長は906㎞となり、下水道普
及率は83.6％で、県内平均値（79.3％）より高くなっています。現在は、令
和7年度末までを事業計画期間とし、第10次拡張事業（約130.6ha）等を進め
ています。また、農業集落排水事業は整備済であり、処理区域面積が163ha、
布設延長が31㎞となっています。なお、単独処理浄化槽や汲み取り式便所以外
で汚水処理をしている人口（汚水処理人口）の普及率は、平成30年度末現在で
98.1％となっており、県内平均値（91.0％）より高くなっています。

②　雨水施設の状況
　昭和30年代から都市下水路やポンプ場の整備を進め、令和元年度末で布設延
長は92㎞に達しています。現在は、第10次拡張事業として雨水管や調整池等を
はじめ、雨水浸透トレンチ等の雨水浸透施設の設置を進めています。また、市民
による雨水貯留や浸透を促進するため、雨水貯留タンクや雨水浸透ますの設置等
に補助金を交付しています。
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第２章　　現状と課題、見通し

【グラフ１　公共下水道の処理区域面積及び布設延長の推移】

　

【グラフ２　普及率の推移（％）】

③　水洗化の状況
　公共下水道事業への接続（水洗化）は、昭和55年の供用開始以来、整備の
拡張に伴い順次増加し、令和元年度末の水洗化人口は144,212人、水洗化率は
92.4％となっています。ただし、水洗化人口は毎年増加していますが、水洗化
率は近年横ばいの状況にあります。また、農業集落排水事業では、水洗化人口が
2,793人で、水洗化率は97.1％であり、転出・転居により水洗化人口・率とも
減少しています。
　水洗化の促進に関する主な取組としては、接続啓発プランを毎年更新し、未接
続者への通知、電話及び訪問による接続勧奨や、融資あっせん及び利子補給制度
による接続補助を行っています。

布
設
延
長
（
km
）

処
理
区
域
面
積
（
㎡
）

出典：市町村公営企業のあらまし（発行：愛知県市町村振興協会）

出典：市町村公営企業のあらまし（発行：愛知県市町村振興協会）
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第２章　　現状と課題、見通し

【グラフ３　公共下水道事業の水洗化人口及び水洗化率の推移】

課　題

①　未普及の解消
１　汚水処理概成への対応
・平成25年度に、農林水産省、国土交通省及び環境省の3省から令和8年
度末に汚水処理の概成を目指すように通知がありました。現在の事業計
画の予定処理区域3,971haのうち、令和元年度末で609haの未供用地
区が残っているうえ、基盤整備が行われていないため整備が困難な市街
化区域内の区域が複数あり、計画的・効率的な整備が必要となります。

２　雨水管の整備
・現在の事業計画の予定処理区域2,655haのうち、令和元年度末で
646haの未事業計画区域が残っているうえ、基盤整備が行われてい
ないため道路が脆弱で雨水管整備が困難な市街化区域内の区域が複
数あります。

・汚水管の整備を先行し、雨水管が未整備の地区があり、汚水管が支
障になる等の理由により、一般的な雨水整備費よりも費用が高くな
る可能性があります。

３　水洗化の促進
・特定環境保全公共下水道を除く公共下水道では、比較が可能な平成30
年度末において、水洗化率が県内平均と比較し高くなっていますが、全
国平均や類型団体平均と比較して低い状況にあります。

水
洗
化
人
口
（
人
）

水
洗
化
率
（
％
）

出典：市町村公営企業のあらまし（発行：愛知県市町村振興協会）
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第２章　　現状と課題、見通し

【表1　水洗化率の比較（特環除く。平成30年度末現在）（％）】

・未接続戸数が増加傾向にあり、特に単身高齢者世帯等の接続困難な
世帯が増加しています。

・比較的使用量の多い事業所や集合住宅で長期未接続があります。
・接続啓発プランでの各種啓発による効果が限定的なものにとどまっ
ています。

②　未事業計画区域の対応
・平成27年度に策定した「豊川市汚水適正処理構想」では、下水道の全
体計画面積を4,203haとしていますが、現在の事業計画区域を完了し
ても約232haの未事業計画区域が残るため、この区域における今後の
計画等の取り扱いについて検討する必要があります。

・県の定める全県域汚水適正処理構想の見直しに関する基本方針では、
広域化・共同化の積極的な推進とともに、未事業計画区域における汚
水処理の早期概成も踏まえた区域の徹底的な見直しにより構想の見直
しを行う方針としており、市汚水適正処理構想でも連動して見直しが
求められています。

③　浸水対策
１　調整池の整備
・雨水の放流先となる河川が未整備の排水区では、雨水管の整備が完
了しても排水できず冠水する地区があるため、流量調整施設として
調整池の設置が必要となりますが、事業費が高いうえ、事業用地が
必要となります。

２　雨水浸透施設の整備
・平成29年度に策定した雨水浸透施設設置計画に基づき、令和6年度ま
でに7地区において整備を進めていますが、計画期間後に整備地区を
拡大するか検討が必要です。

91.8

豊川市

95.2

全国平均

94.0

類型団体平均

83.7

県内市平均

出典：経営比較分析表（総務省　県内市平均は豊川市集計）
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第２章　　現状と課題、見通し

３　雨水貯留浸透施設設置支援事業の推進
・補助制度について広報やSNS、説明会で周知していますが、申請件
数が計画値を下回っており、制度の利用促進が必要です。

４　内水ハザードマップの作成・公表
・近年の台風や豪雨による内水氾濫（市街地等に降った雨が排水路や
下水道の処理能力を超える、または川の水位が上昇して排出できな
い場合に、市街地等に水が溢れる状況）による浸水被害を受け、国
では住民へ浸水情報を事前に提供するための「内水ハザードマッ
プ」の作成・公表を求めています。

第 10次拡張整備事業における整備の様子
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第２章　　現状と課題、見通し

施設の状況

現　状

①　概要
　令和元年度末における公共下水道事業及び農業集落排水事業における施設の概
要（受贈含む。）は次のとおりです。

１　公共下水道事業【汚水管路】

２　公共下水道事業【雨水管路】

３　公共下水道事業【雨水ポンプ場】

４　農業集落排水事業【管路】

施設数
建物
電気設備
機械設備 平井ポンプ場

1（平井）
105
4
14

か所
㎡
機
機

施設名 数量 単位

管渠
マンホール
マンホールポンプ
通報装置

31
1,060
27
25

km
基
か所
台

施設名 数量 単位

管渠
マンホール
マンホールポンプ
通報装置 汚水管の整備の様子

923
26,610
68
68

km
基
か所
台

施設名 数量 単位

管渠
浸透トレンチ
浸透ます
マンホール
樋門 雨水管の整備の様子

163
13
95
3,450

3（橋尾、正岡第２、安原）

km
km
か所
基
か所

施設名 数量 単位

10



第２章　　現状と課題、見通し

５　農業集落排水事業【処理場】

②　整備状況（取得金額ベース）
　下水道施設の整備は、昭和50年代から工事が本格化し、平成に入り農業集落排
水事業も加わり増高していきます。取得金額（受贈を含む　税抜）ベースで平成11年
度にはピークとなる年間約45億円、平成8～12年度の5年間では約200億円となり
ました。その後は金額が減少し、近年では年間約20億円未満にとどまっています。

【グラフ4　施設の取得金額（受贈を含む）の推移（百万円　税抜）】

③　老朽化状況
　令和元年度末で耐用年数を超過した施設は、更新状況を反映した取得金額ベー
スで約4.3億円となり、全体の約0.4％となっています。超過した施設は、雨水施設
では初期に整備された雨水管（都市下水路）や樋門、平井ポンプ場の一部構築物と
なっています。汚水施設では、マンホールポンプに加え、農場集落排水施設処理場

施設数
建物
電気設備
機械設備

4（正岡、千両、江島、一宮西部）
597（管理棟）

96
277

か所
㎡
機
機

施設名 数量 単位

正岡処理場 千両処理場 江島処理場 一宮西部処理場

出典：豊川市上下水道部下水管理課独自集計資料
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第２章　　現状と課題、見通し

の機器となっています。
　なお、管路においては、令和元年度末で耐用年数を超えた雨水管が1.4km
（0.1％）、汚水では耐用年数を経過したものはありません。また、決算状況調査に
おける直近で比較が可能な平成30年度末の状況では、全国平均（5.64％）、類型
団体平均（5.04％）及び県内平均（4.64％）となっており、本市は比較的老朽化が
進んでいない状況にあります。

【グラフ5　耐用年数超過事業等別金額（受贈を含む）（千円）】

【グラフ6　取得年度別管延長（受贈を含む）（m）】

R1:総延長
約1,149km

H7:約45km

50年経過
約1.4km

（雨水のみ）

総
延
長

年
度
別
延
長

農業集落
排水
305,000

公共下水道
【汚水】
20,000

公共下水道
【雨水】
約108,000

出典：豊川市上下水道部下水管理課独自集計資料

出典：豊川市上下水道部下水管理課独自集計資料
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第２章　　現状と課題、見通し

④　更新状況

１　公共下水道事業
　汚水施設は、整備を開始してから令和4年度には管渠の耐用年数となる50年を迎
えます。現在、平成28年度に策定した第１期ストックマネジメント計画に基づき、
令和元年度末までに、牛久保処理分区において損傷の激しい管渠の更生工事2.6ｋ
ｍ、管渠の部分内面補強20か所、マンホール蓋の取替工事321か所を行いました。
令和２年度には第２期ストックマネジメント計画を策定し、牛久保、御津西部第
１、小坂井西部処理分区において更生等工事を進めていく予定です。このほか、音
羽処理分区のうち赤坂台地区では管渠の取替工事を平成3年度から進めており、小
坂井北部処理分区の一部においても管渠の更新を行っています。
　雨水施設のうち管渠は、すでに耐用年数となる50年を経過したものもあるため、令
和元年度に点検調査を実施し、その状況を踏まえ第２期ストックマネジメント計画にて
位置づけし、更生等工事を進めていく予定です。平井ポンプ場は、老朽化が著しかっ
たため、平成24年度に建物等を大幅にリニューアルしました。電気設備や機械設備に
ついては、毎年点検調査を実施し、不具合があったものについて更新しています。
　なお、総務省の経営比較分析表における管渠の改善率は、特定環境保全公共下水
道を除く公共下水道で汚水・雨水管含めて、令和元年度末で0.09%となっており、
直近で比較が可能な平成30年度末の全国平均（0.23％）、類型団体平均（0.25％）
及び県内平均（0.14％）と比べ低くなっています。これは、汚水管については事業
着工から耐用年数となる50年が経過していないため、点検調査の結果を踏まえても
比較的老朽化が進んでいないこと、雨水管は経過したものがありますが、点検調査
結果においても更新を要するまでの状態になっていないことによります。

２　農業集落排水事業
　最も年数の古い正岡処理場で、平成4年度の建設開始から約30年となります。こ
れまでマンホールポンプや処理場の機器については、一定の年数の経過、あるいは
不具合の状況に応じて更新や修繕を行ってきています。令和元年度に行った機能診
断の結果では、比較的老朽化していない状況が確認されています。

管渠更生工事の様子
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第２章　　現状と課題、見通し

⑤　耐震・耐水化状況

１　耐震化状況
　阪神淡路大震災や東日本大震災等の大規模な地震による被害状況を受け、防災
や国土強靱化関連の計画のもと、下水道施設の耐震化が進められています。本市の
公共下水道については、平成29年度に策定した「総合地震対策計画」に基づき、
令和元年度末までに、重要な幹線等のうち、特に優先度の高い箇所において、管
渠更生工事0.3ｋｍ、マンホール管口可とう継手の設置工事44か所を行い、管渠の
耐震化率は38％となりました。農業集落排水施設については、特別な地震対策は
行っていません。

【重要な幹線等の定義】
■下水道施設の機能として重要なもの
・下水を流したり、集めたりする機能面からみて重要な管路
・防災対策上必要と定められた施設等からの排水を受ける管路
■被災により二次災害の影響が大きい箇所に埋設されたもの
・第1次及び第2次緊急輸送道路、市が防災対策上で重要と指定した道
路の車道下に埋設された管路

・軌道や河川等を横断する管路

２　耐水化状況
　近年の頻発化・激甚化する豪雨等により洪水等が発生し、下水道施設が浸水し
て機能が停止するという事態が各地で生じたことを受け、国では下水道施設の浸水
を防止する「耐水化」を推進するように求めています。本市では、平成24年に平井
ポンプ場を大規模更新した際に、防水板の設置や機器のかさ上げを行い、浸水深で
1mに耐えられるようにしています。農業集落排水施設については、特別な浸水対
策は行っていません。　
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第２章　　現状と課題、見通し

⑥　不明水・誤接続対策の状況
　施設の老朽化等により、破損した部分から管渠等へ浸入する雨水や地下水を「不
明水」といいます。一方で、下水道使用料の算出基礎となる水道の使用量等を「有
収水量」といい、この有収水量と処理場にて受け入れられる排水量との割合を「有
収水率」といいます。この有収水率が低い場合は、不明水が多い可能性があり、特
に本市では、排水量に応じて処理にかかる負担金を愛知県に支払っていることか
ら、不明水の抑制（有収水率の向上）が経費節減につながることとなります。この
不明水の抑制対策としては、平成23～27年度に不明水の多い地区で浸入箇所を特
定するために詳細な調査を行い、改築・修繕を施しているほか、排水設備の確認申
請時において、図面や現地検査により雨水管の誤接続の状況を確認しています。な
お、令和元年度における不明水の割合は6.6%となっており、管路計画上考慮され
る不明水の割合15％と比較して大きく下回っています。

【表2　直近5年間の有収水率及び不明水割合の推移（％）】

⑦　その他の状況

１　閉塞対策の状況
　下水道は、老朽化等に伴う管渠の破損等や固形物の堆積により排水の流れが止
まり、上流部で排水が噴き出すという閉塞事故が起こります。この閉塞を未然に防
止するため、本市では上述した管渠の改築・更新工事を進めるほか、過去に閉塞し
た箇所や、閉塞の主な要因となるオイルボール（油と他の固形物が混ざり固形化し
たもの）が生成する可能性の高い箇所について、マンホール内の堆積状況調査（閉
塞予防調査）を年3回行い、その結果により清掃を行っています。なお、閉塞しや
すい伏せ越し管路については、2年に1回の清掃を行っています。また、市民等に対
して下水道の正しい使い方について広報等で周知しています。

有収水率

不明水割合

90.3

9.7

H27

92.9

7.1

H28

93.7

6.3

H29

91.6

8.4

H30

93.4

6.6

R1

出典：市町村公営企業のあらまし（発行：愛知県市町村振興協会）加工集計及び決算状況調査（令和元年度）
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第２章　　現状と課題、見通し

２　水質対策の状況
　下水道は何でも排水できるわけではなく、施設の機能を妨げ、施設を損傷するお
それのある下水を排除する使用者に対し、施設を保護するために、法令により除害
施設の設置等の必要な措置を講じることを義務付けています。また、水質汚濁防止
法等に規定する特定施設の届出のある特定事業場においては、下水の水質が基準
に適合しない場合は、下水道への排水が禁止されています。
　こうした水質規制について順守されているか確認するため、本市では1か月ある
いは3か月に1回、令和元年度末現在で市内に27か所ある特定事業場から計量証明
書による水質報告を受けています。また、全特定事業場において2年に1回の頻度
で採水と水質検査を行うとともに、水質管理状況に関する確認と聞き取りを毎年
行っています。

水質検査の様子

マンホールポンプの
閉塞の様子

管清掃の様子オイルボールによる
管閉塞の様子
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第２章　　現状と課題、見通し

課　題

①　長寿命化対策
・今後50年間において、各施設の耐用年数をもとに、取得金額により更新費用
を算出すると、雨水施設では令和13～17年度に約43億円、汚水施設では令
和28～32年度にピークの約165億円、全体でも同期間に約197億円で年間
平均約40億円となり、多額の更新費用が特定の期間で集中的に必要となりま
す。また、管延長ベースでは、令和12年度末（2030年度）に約1割、2040年度
には3割、2050年度には5割を超える管が耐用年数を超過する見込みです。

・農業集落排水事業では、管渠の大半が標準耐用年数の半分にも達してい
ませんが、一宮東部と一宮西部処理区は強度が比較的弱いとされている
陶管(セラミック管）が使用され、早期の破損が生じてきています。

【グラフ7　取得金額ベースの更新費用見込み（百万円）】

【グラフ8　公共下水道事業における耐用年数超過管延長と割合】

雨水ピーク
4,280

全体ピーク

870
2,263

7,651

13,277 12,789

17,102

19,742

13,701

10,533 9,709
7,844

汚水ピーク
16,511

（57.4%）

（84.9%）

（29.5%）（10.4%）
（0.1%）

出典：豊川市上下水道部下水管理課独自集計資料

出典：豊川市上下水道部下水管理課独自集計資料
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第２章　　現状と課題、見通し

②　耐震・耐水化対策
１　耐震化対策
・現在の計画以降の具体的な計画がありません。
・公共下水道施設では、重要な幹線等の中でも、優先順位の高いものにと
どまり、すべての幹線等の耐震診断が実施できていません。

・農業集落排水施設では、処理場の構造物等における耐震について十分
に確認できていません。

２　耐水化対策
・国では施設の浸水対策を進めるため、令和3年度までに「耐水化計画」
を策定する等の対策を講じるように求めています。

・河川氾濫の影響を受ける可能性がある施設の耐水化を今後検討する必
要があります。

③　不明水・誤接続防止対策
・広域的な不明水調査を行う場合は、従来の調査方法ではコストや日数が多
くなり、データの精度が劣ることから、より適正な調査方法を選択する必
要があります。

・排水設備の確認申請時に行う雨水管への誤接続検査は、図面ではすべて
確認しているものの、現地検査は可能な範囲での確認にとどまっていま
す。また、古い排水設備については把握できていない状況です。

④　その他
１　閉塞対策
・閉塞により汚水が逆流した場合は、補償問題となるうえ、原因者が特定
された場合でも費用を請求することが困難なため、適切な予防対策が
必要となります。

２　水質規制の保持
・特定施設の届出がない事業場があるため、水質異常の発生原因が特定
できず、継続的に水質異常が発生する事態となっています。

・事故直後に下水道管理者へ報告されない等、報告が徹底されていない
ため、排除基準の順守が適切かつ継続的に行われていません。
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第２章　　現状と課題、見通し

財政の状況（見通し）
収入の状況
現　状

全体額の状況

①　公共下水道事業
　昭和48年度に豊川市で公共下水道事業特別会計を設置してからの状況を収益
的収入と資本的収入で区分して推移をみると、当初から平成10年度までは整備
の拡張とともに借入金や国庫補助金等の資本的収入が増加します。一方で収益的
収入は、昭和55年度から豊川市で下水道が供用開始され下水道使用料の徴収が
始まった後、整備の拡大に合わせて増加していきます。平成10年度には資本的
収入が最高額の約50億円、合わせて76億4千万円に達しますが、その後は整備
規模の縮小によりいずれも減少します。平成19年度には補償金免除による借入
金の繰上返済の影響により収益的収入が最高額の約40億円と一時増加し、合わ
せて約77億3千万円となりますが、その後は減少し、直近では50億円前後で推
移しています。なお、平成30年度が大きく減少しているのは、企業会計への移
行による打切決算を行ったためです。令和元年度は企業会計へ移行し、長期前受
金戻入額等従来にない収入が加わったり、収益的収入が税抜となったりしたため
比較が困難となりましたが、全体で約57億4千万円となりました。

【グラフ9　公共下水道事業全体額の推移（千円：R1の収益的収入のみ税抜）】

H10：資本的収入
5,040,602 千円

H19：収益的収入
3,965,175 千円

H10：7,637,812千円 H19：7,733,855千円

R1：5,743,200千円

50億円前後で推移

出典：市町村公営企業のあらまし（発行：愛知県市町村振興協会）加工集計及び決算状況調査
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第２章　　現状と課題、見通し

②　農業集落排水事業
　平成４年度に豊川市で農業集落排水業特別会計を設置してからの状況を収益的
収入と資本的収入で区分して推移をみると、当初から平成16年度までは4か所の
施設整備のため、資本的収入が多くなっており、平成11年度には約6億7千万円
となりましたが、平成17年度以降は一般会計繰入金のみとなったため大幅に減
少しています。一方で収益的収入は、平成7年度から正岡地区の供用開始に伴い
農業集落排水施設使用料の徴収を開始して以来、新たな施設の供用開始や水洗化
率の向上により使用料が増加しましたが、一般会計繰入金により推移は増減し、
平成28年度には最高額となる約9,500万円となりました。令和元年度は、公共
下水道事業と同様に企業会計へ移行したため比較が困難となりましたが、全体で
約2億2千万円となりました。

【グラフ10　農業集落排水事業全体額の推移（千円：R1の収益的収入のみ税抜）】
出典：市町村公営企業のあらまし（発行：愛知県市町村振興協会）加工集計及び決算状況調査

H11：資本的収入
665,235 千円

H28：収益的収入
94,534 千円

H11：677,836千円

R1：218,373千円
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第２章　　現状と課題、見通し

各収入の状況

①　下水道使用料

１　有収水量の状況
　下水道使用料は、水道や井戸水の使用水量によって金額が決定されます。
このため、メーター等にて計測された「有収水量」の増減が、下水道使用料
に大きく影響します。この有収水量は、供用を開始した昭和55年度から、整
備の拡張に伴い一貫して増加し、平成12年度に1,000万㎥、平成29年度に
1,500万㎥を超え、令和元年度では1,572万㎥となっています。

【グラフ11　有収水量の推移（千㎥）】

２　調定額の推移
　下水道使用料の調定額は、昭和55年度の徴収開始から、整備の拡張に伴い
平成21年度と平成25年度を除いて対前年度で増加し、平成8年度に年間10億
円、平成28年度に20億円を超え、令和元年度では約21億2千万円となって
います。対前年度の増加額は使用料の改定等に伴い大きくなり、過去最大は
平成元年度の改定時に約１億3,500万円、近年では平成23年度の改定時に約
9,300万円の増額となりましたが、直近では整備規模の縮小や平均使用量の減
少もあって伸びが鈍化しています。

R1：約1,572万㎥

H12：1,000万㎥超

H29：1,500万㎥超

出典：市町村公営企業のあらまし（発行：愛知県市町村振興協会）加工集計及び決算状況調査
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第２章　　現状と課題、見通し

【グラフ12　下水道使用料の推移（調定額ベース　千円）】

３　料金体系と改定の状況
　下水道使用料の料金体系は、徴収を開始した昭和55年度から現在まで、10
㎥までを使用量の有無にかかわらず定額とする基本使用料と、それを超えた
場合に使用量に応じて算定する従量使用料を組み合わせた基本水量制とし、
従量使用料では使用料の増加に応じて単価が増加する累進使用料制を採用
し、その使用者群を6段階に区分しています。
　下水道使用料の増額改定は、過去に5回（昭和61年度（平均改定率
31.8％）、平成元年度（29.6％）、平成5年度（7.3％）、平成8年度
（5.8％）、平成23年度（7.3％））行っています。また、旧町では、一宮町
1回（平成10年度）、音羽町1回（平成8年度）、御津町2回（平成元年度・
18年度）、小坂井町1回（平成元年度）の増額の改定を行っています。なお、
使用者群は、昭和61年度に一部見直しを行い、平成8年度に現在の7段階制
（基本使用料含む。）となりました。消費税については、平成元年度の消費
税導入に伴い内税方式にて始め、平成5年度に外税方式を採用し、以降平成9
年度（5％）、平成26年度（8％）、令和元年度（10％）の税率改正に伴い改
定しています。
　なお、下水道使用料については、３～４年間隔で改定にかかる見直しを
行ってきています。直近では令和元年度に令和2～5年度までの4年間にかかる
見直しを行い、試算の結果により改定を行わないこととしました。

R1：2,115,800千円

H8：10億円超

H28：20億円超

H23：9,300万円増

H1：1.35億円増

出典：市町村公営企業のあらまし（発行：愛知県市町村振興協会）加工集計及び豊川市上下水道部下水管理課独自集計資料
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第２章　　現状と課題、見通し

【表3　下水道使用料改定（豊川市）の状況】

【表4　月額下水道使用料の変遷（円：税抜）】

施行日
改定日 制定・改定概要 20㎥の使用料

（税込）
基本使用料＋5段階の累進使用料制

平均改定率31.8％
１１～３０㎥の区分を１１㎥～２０㎥と２１㎥～３０
㎥に分割、１０１～３００㎥と３０１～５００㎥の区
分を１０１㎥～５００㎥に統合
平均改定率29.6％
消費税導入（３％内税）
平均改定率 7.3％
消費税の外税方式を採用
平均改定率5.8％
３１～１００㎥の区分を３１～５０㎥と５１～１００㎥
に分割した６段階の累進使用料制
消費税率5％に改正

平均改定率 7.5％

消費税率 8％に改正

消費税率10％に改正

昭和５５年
１２月１日
昭和６１年
７月１日

平成元年
７月１日
平成５年
４月１日
平成８年
４月１日

平成９年
４月１日
平成２３年
４月１日
平成２６年
４月１日
令和元年
１０月１日

1,100 円

1,380 円

1,550 円

1,668 円

1,740 円

1,774 円

1,900 円

1,954 円

1,991円

使用者群（㎥）

※１０㎥までは定額（基本料金）。１１㎥からは１㎥あたりの単価

期間
～10

550
680
750
770
800
860

11～
20

70
80
85
89
95

21～
30

80
110
115
120
129

31～
50
65
95
130
136

51～
100

152
163

138
148

101～
300

110
150
156
168
180

301～
500
8555 75

501～

100
130
180
187
202
217

S55.12～ S61. 6
S61.7～ H1. 6
H1.7～ H5.3
H5.4～ H8.3
H8.4～ H23.3
H23.4～
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第２章　　現状と課題、見通し

４　他市との比較状況
　20㎥の下水道使用料（税込）は、令和2年4月1日現在で、愛知県内38市の
中で19番目に高く中位に位置し、県内平均金額（2,095円）より低く、東三
河地方の5市では田原市に次ぎ低くなっています。また、全国の類型団体53市
では、全体で2番目に低い状況にあります。

【グラフ13　愛知県内各市の２０㎥の下水道使用料（１か月あたり　円）】

②　農業集落排水施設使用料

１　接続戸数及び水洗化人口の状況
　農業集落排水施設使用料は、接続している世帯等に等しく一定額とする均
等割額と、世帯員等の数に応じて算定する人員割額で構成されています。こ
のため、対象地域の接続戸数や水洗化人口（世帯人員数）の増減が使用料収
入に影響してきます。接続戸数の状況は、正岡地区の供用が開始された平成7
年度から、各処理場の供用開始とともに一貫して増加し、令和元年度には853
戸となっていますが、水洗化人口は、平成24年度の3,103人をピークとし
て、その後は死亡や転居・転出により減少し、令和元年度は2,793人となって
います。　

田原市
1,760

蒲郡市
2,299

豊橋市
2,277

新城市
2,640

1,991 2,095

出典：豊川市上下水道部下水管理課独自集計資料
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第２章　　現状と課題、見通し

【グラフ14　農業集落排水施設の接続戸数及び水洗化人口の推移（毎年4月1日現在）】

２　調定額の推移
　農業集落排水施設使用料の調定額は、平成7年度の徴収開始から、処理場の
供用開始に伴い対前年度で増加し、平成14年度には1千万円を、平成17年度
には3千万円を超え、平成26年度に消費税率の改定の影響もありピークとなる
34,928千円となりました。その後、接続戸数は増加しているものの、水洗化
人口の減少が影響して減少に転じ、令和元年度の消費税改定でもピークに及
ばず34,635千円となっています。

【グラフ15　農業集落排水施設使用料調定額の推移（調定額ベース　千円）】

水
洗
化
人
口

接
続
戸
数

H7：正岡
供用開始

H12：江島
供用開始

H14：千両
供用開始

H16：一宮西部
供用開始

R1：853戸

H24：3,103人
（最大）

R1：2,793人

出典：市町村公営企業のあらまし（発行：愛知県市町村振興協会）及び豊川市上下水道部下水管理課独自集計資料

出典：市町村公営企業のあらまし（発行：愛知県市町村振興協会）及び豊川市上下水道部下水管理課独自集計資料

R1：34,635 千円

H17：3千万円超

H14：1千万円超

H26：34,928 千円
（最大）
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第２章　　現状と課題、見通し

３　料金の算定方法と改定の状況
　農業集落排水施設使用料は、徴収を開始した平成7年度から均等割額と人員
割額にて算出しており、各地区の単価は供用開始時の金額から変更がありま
せん。また、消費税については、下水道使用料と同様に税率改正に伴い改定
しています。
　なお、農業集落排水施設使用料については、４～５年間隔で改定にかかる
見直しを行ってきています。直近では令和元年度に令和2～5年度までの4年間
にかかる見直しを行い、試算の結果により改定を行わないこととしました。

【表5　各地区別月額農業集落排水施設使用料（円：税抜）】

③　一般会計繰入金

１　公共下水道事業
　一般会計からの繰入金は、総務省から発出される繰出基準により、雨水処
理のほか、汚水処理に係る分流式や水質規制、水洗化促進等、対象となる経
費が定められており、その多くを元利償還金が占めています。ただし、その
基準内の金額だけでは建設改良費等の支出を補えないため、基準外の繰入を
行っており、令和元年度では繰入金全体の約5割を占めています。金額の推移
は、整備の状況とともにも増減し、平成5年～16年度にかけては約25億円と
なりました。その後は、平成19年度に補償金免除による借入金の繰上返済を
行うために一時的に増額したことを除き、整備規模の縮小や元利償還金の減
額に伴い減少し、令和元年度では約7億6千万円となっています。なお、地方
公営企業法を適用した令和元年度からは、新たに策定した豊川市一般会計繰
出基準に基づき、繰入金額を計上することとしています。

地区 均等割額 人員割額

正岡
千両
江島
一宮西部

2,440
2,370
2,090
2,090

250
300
300
300
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第２章　　現状と課題、見通し

【グラフ16　公共下水道事業の一般会計繰入金額の推移

　　　　　　　　　　（平成21年度以降は総務省繰出基準内・外状況）（千円）】

２　農業集落排水事業
　農業集落排水事業の繰入金は、公共下水道事業と同様に、平成4年度からの
整備とともに繰入金額が増加し、平成13年度には約9千万円に達しました。近
年では、元利償還金は減少しているものの、施設の老朽化等に伴い維持管理
費が増加していることにより、繰入金額が年々増加し、令和元年度は約6,800
万円となるとともに、基準外の繰入の割合も増加しています。

【グラフ17　農業集落排水事業の一般会計繰入金額の推移

　　　　　　　　　　（平成21年度以降は総務省繰出基準内・外状況）（千円）】
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R1：755,225 千円

H19：2,803,804 千円
（最大）

H5 ～16：約 25 億円
前後で推移

繰入金
総務省基準内繰入金
総務省基準外繰入金
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繰入金
総務省基準内繰入金
総務省基準外繰入金

H13：89,228 千円
（最大）

H25から年々増加

R1：67,848 千円

出典：市町村公営企業のあらまし（発行：愛知県市町村振興協会）及び決算状況調査

出典：市町村公営企業のあらまし（発行：愛知県市町村振興協会）及び決算状況調査
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④　借入金
　借入金は、国・県補助金とともに整備の主たる財源として充てられるもので、
世代間の公平な負担という役割も担っています。借入金額は、整備の状況に応じ
て基本的には増減しますが、国・県補助金や受益者負担金・分担金の状況によっ
ても左右されます。金額の推移は、整備の状況とともに増減し、平成4年度から
は15～20億円、平成10・11年度には約24億円の借入金額となりました。その
後は借入金の繰上償還や借り換えにより一時増加した時期もありましたが、整備
規模の縮小に伴い減少に転じ、直近では10億円前後で推移し、令和元年度は約
11億2千万円となりました。なお、農業集落排水事業においては、近年建設改良
費にかかる借入金はありません。

【グラフ18　借入金の推移（千円）】

⑤　国・県補助金
　国庫補助金は、現在では国土交通省が示す一定の要件を満たした事業を対象に
社会資本整備総合交付金として交付を受けることができるもので、整備の財源と
して充てられます。県費補助は、整備当初からありましたが、平成22年度以降
は令和元年度（ストックマネジメント事業）を除き交付を受けていません。ま
た、農業集落排水事業については、整備の期間（平成4～16年度）しか交付され
ていません。金額の推移は、整備の状況とともに増減し、平成10年度には約15
億円に達しました。その後は整備規模の縮小に伴い減少し、直近では4～6億円
で推移して令和元年度は約6億1千万円となっています。

H21：2,663,300 千円
（最大）

H10・11：約 24 億円

R1：1,117,600 千円

約 10 億円前後で推移

出典：市町村公営企業のあらまし（発行：愛知県市町村振興協会）加工集計及び決算状況調査
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第２章　　現状と課題、見通し

【グラフ19　国・県補助金の推移（千円）】

⑥　受益者負担金・分担金
　受益者負担金・分担金は、汚水に係る下水道事業に要する費用の一部に充てる
ため、関連法令に基づき対象者に一定の負担を求めるものです。受益者負担金は
都市計画法に基づくもので、都市計画決定された公共下水道事業の区域を対象と
し、その金額は、負担区ごとに定めた単価に土地の面積を乗じて算出されます。
分担金は、地方自治法に基づくもので、公共下水道事業では、都市計画決定がさ
れていない区域を対象とし、その金額は、排水施設ごとに定めた単価に公共汚水
ますの数を乗じて算出され、農業集落排水事業では施設ごとに1戸あたりの金額
が定められ、施設の整備終了とともに平成16年度に徴収を終えています。金額
の推移は、豊川市で昭和49年度から受益者負担金の徴収を開始し、平成2年度に
は最高となる約4億8千万円となりました。その後は2～4億円の間で推移しまし
たが、直近では整備規模の縮小により1億円前後となり、令和元年度は約8,500
万円となりました。

H10：1,538,964 千円
（最大）

R1：611,084 千円

4～ 6 億円で
推移

出典：市町村公営企業のあらまし（発行：愛知県市町村振興協会）加工集計及び決算状況調査
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【グラフ20　受益者負担金・分担金の推移（千円）】

見通し

　今後の見通しについて、中期的な期間（経営戦略の計画期間）となる令和3～
12年度の10年間（年度ごと）と、その後の長期的な期間となる2060年までの
３０年間（５年ごと）に区別して整理します。

①　収益的収入

１　公共下水道事業
（中期的（10年間）見通し）
　全体額は下水道使用料等の減少により徐々に減少し、令和12年度は令和
3年度と比較して約4億1千万円減少し、約36億4千万円となると見込みま
す。（詳細は参考資料参照（Ｐ．102））主なポイントは次のとおりです。
【下水道使用料】　下水道の拡張整備が続くことにより、使用者は増加し
ますが、近年の節水傾向を反映し、20㎥以下の小口使用者は増加するも
のの、中口や大口使用者は減少して全体額は横ばいで推移し、令和12年
度は令和3年度と比較して700万円減少すると見込みます。

【その他営業収益】　一般会計からの繰入金となる他会計負担金が元利償
還金の減少により減少し、令和12年度は令和3年度と比較して約9千万円
減少すると見込みます。

【長期前受金戻入額】　拡張整備が続くため令和7年度までは増加します

H2：477,018 千円
（最大）

R1：84,590 千円

1億円前後で推移

出典：市町村公営企業のあらまし（発行：愛知県市町村振興協会）加工集計及び決算状況調査
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が、その後は汚水管の整備が始まった当初の財源が償却を終えるため減
少し、令和12年度は令和３年度と比較して約5,200万円が減少すると見
込みます。

【特別利益】　県流域下水道維持管理費負担金返還金が減少し、令和５年
度に約2億6千万円減少すると見込みます。

【グラフ21　公共下水道事業収益的収入の中期的見通し（千円：税抜）】

（長期的（2030年から30年間）見通し）
　国立社会保障・人口問題研究所の発表した「日本の地域別将来推計人口
（平成30（2018）年推計）」や令和2年3月に改訂された豊川市人口ビ
ジョンをもとに長期的な収益的収入の全体額を高位・中位・低位に区分し
て試算した結果、いずれの場合も減少の一途をたどり、令和12年度（2030
年）と比較して、高位で約10億6千万円減の約25億8千万円、低位では約
13億6千万円減の約22億8千万円となりました。人口の減少により大幅に下
水道使用料が減少するほか、投資額の減少により長期前受金戻入額が減る
とともに、低位では、他会計負担金や補助金の減少も見込んでいます。

特別利益 R5に
約 2 億 6 千万円減

下水道使用料
横ばいで推移

R12：
約 36 億 4千万円

R3：
約 40 億 6 千万円

その他営業収益
約 9 千万円減

全体額
約 4億 1千万円減
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【グラフ22　公共下水道事業収益的収入の長期的見通し（千円：税抜）】

２　農業集落排水事業
（中期的（10年間）見通し）
　全体額はその他営業収益等の減少により徐々に減少し、令和12年度は令和
３年度と比較して約5,200万円減少し、約１億1,600万円となると見込みま
す。（詳細は参考資料参照（Ｐ．104））主なポイントは次のとおりです。
【農業集落排水施設使用料】　世帯分離等により接続戸数は微増となるもの
の、転出・転居や自然減により水洗化人口が減少するため、令和12年度は
令和3年度と比較して約60万円減少すると見込みます。

【その他営業収益】　一般会計からの繰入金となる他会計負担金が元利償還
金の減少により減少し、令和12年度は令和3年度と比較して約2,600万円減
少すると見込みます。

【補助金】　一般会計からの補助金が約1,800～1,900万円で推移すると見込
みます。

【長期前受金戻入額】　当初に設置した設備の償却が進み、令和12年度は令
和3年度と比較して約2,100万円減少すると見込みます。

10 億 6 千万円減

12 億 3千万円減

13 億 6 千万円減
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【グラフ23　農業集落排水事業収益的収入の中期的見通し（千円：税抜）】

（長期的（2030年から30年間）見通し）
　公共下水道事業と同様に、日本の地域別将来推計人口（平成30（2018）年
推計）や豊川市人口ビジョンをもとに長期的な収益的収入の全体額を高位・
中位・低位に区分して試算した結果、いずれの場合も減少の一途をたどり、
令和12年度（2030年）と比較して、高位で約6,200万円減の約5,400万円、
低位では約7,200万円減の約4,300万円となりました。人口・世帯数の減少に
より農業集落排水施設使用料が減少するほか、当初に整備した施設の長期前
受金戻入額や他会計負担金が大幅に減るとともに、低位では他会計補助金が
減少することを見込んでいます。

その他営業収益
約 2,600 万円減

長期前受金戻入額
約 2,100 万円減

R3：
約 1億 6,800 万円

R12：
約 1億 1,600 万円

全体額
約 5,200 万円減少
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【グラフ24　農業集落排水事業収益的収入の長期的見通し（千円：税抜）】

②　資本的収入

１　中期的（10年間）見通し
（公共下水道事業）
　全体額は、第10次拡張整備の状況とともに増減し、令和3～8年度は約20
～23億円、その後は整備規模の縮小に伴い減少し、令和12年度は約14億円
となる見込みです。（詳細は参考資料参照（Ｐ．106））主なポイントは
次のとおりです。
【企業債】　令和3～8年度までは第10次拡張整備が集中的に行われること
により約14～17億円で推移し、令和9年度以降は規模が縮小するため、
約10～11億円となる見込みです。

【他会計出資金】　企業債償還金が減少することから、令和12年度は令和
3年度と比較して約1,600万円減となります。

【国庫補助金】　整備の状況により増減し、約3～6億円で推移すると見込
みます。

【受益者負担金等】　第10次拡張整備の進展に伴い増加し、令和7年度に
は約1億2千万円を見込みますが、期間の後半は整備規模の縮小に伴い減
少する見込みです。

6,200 万円減

6,700 万円減

7,200 万円減

34



第２章　　現状と課題、見通し

【グラフ25　公共下水道事業資本的収入の中期的見通し（千円）】

（農業集落排水事業）
　全体額のほとんどが他会計出資金を財源とし、管渠の改築や処理場等
の機器の更新に合わせて大きく増減しています。（詳細は参考資料参照
（Ｐ．108））

【グラフ26　農業集落排水事業資本的収入の中期的見通し（千円）】

R3 ～ 8 企業債
約 14 ～17億円

R3～8全体額
約20～23億円

R12:
約 14 億円

整備規模の縮小により減少

R12:
約 6,400 万円
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２　長期的（2030年から30年間）見通し
　下水道事業全体の見通しとしては、2030年（令和12年度）以降に大規模な
拡張整備がなく、部分的な未普及整備となる一方で、改築・更新に係る費用
が増額すると見込みます。全体額は、投資の平準化により約12億5～6千万円
で推移し、主な経費の内訳としては企業債が10億円、他会計補助金が5千万
円、国庫補助金が2億円と見込み、受益者負担金等は減少していく見込みで
す。

【グラフ27　下水道事業資本的収入の長期的見通し（千円）】

課　題

①　使用料の見直し
・現在の下水道使用料の料金体系（基本水量制）では、10㎥まで一律の
料金となるため、節水による恩恵を受けづらくなっています。

・都市計画税を財源とする一般会計からの繰入れを維持管理費や資本費
に充てている一方で、下水道使用料では市街化区域と市街化調整区域
の料金が一律となっており、不均衡な状況となっています。

・農集落排水施設使用料では、多くの維持管理業務を共同で実施してい
ますが、処理区域により料金が異なっています。

②　経費回収率の向上
・令和元年度末の特定環境保全公共下水道を除く公共下水道事業の経費
回収率（汚水処理費に占める下水道使用料の割合）は89.3％となり、
直近で比較が可能な平成30年度末で県内市の平均よりは高いものの、
全国平均や類型団体平均と比較して低いうえ、経営の健全性の基準と
なる100％を下回っています。
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【表6　公共下水道事業経費回収率の比較

　　　　（特環除く。豊川市は令和元年度、その他は平成30年度末現在）（％）】

・令和元年度末の農業集落排水事業の経費回収率は73.5%となり、直近
で比較が可能な平成30年度末の全国平均や類型団体平均と比較して高
くなっていますが、100％を大幅に下回っています。

【表7　農業集落排水事業経費回収率の比較

　　　　（豊川市は令和元年度、その他は平成30年度末現在）（％）】

・いずれの事業においても、経費回収率の向上を図るため、経費の削減
とともに、適正な使用料による収入の確保が必要となっています。

③　一般会計繰入金の見直し
・令和元年度からは、令和5年度までを期限とした新たな一般会計繰出基
準に基づき、繰入金額を計上しています。この基準は総務省の定める
基準と異なる部分があるため、令和6年度以降は見直され、総務省の基
準外にあたる繰入金が大幅に減額される可能性があります。

・農業集落排水事業においては、資本的収入においてこれまで以上に基
準外の繰入が必要となり、一般会計の負担が増加することが見込まれ
ます。

④　滞納整理の推進
・令和元年度の下水道使用料等の収納率（現年分）は、いずれも95％を
超え、比較的高い数値となっていますが、過年度未収金の収納率は現
年度分と比べて低く、特に受益者負担金や分担金は3割に満たない状況
です。未収金の中には高額なものもあるため、適切な滞納整理が必要
となっています。

89.3
豊川市

100.9
全国平均

99.8
類型団体平均

79.1
県内市平均

73.5
豊川市

59.5
全国平均

65.4
類型団体平均

出典：経営比較分析表（総務省　県内市平均は豊川市集計）

出典：経営比較分析表（総務省）

37



第２章　　現状と課題、見通し

【表8　各収入の収納率（令和2年5月末現在）（％）】

【表9　各収入の不納欠損額（円）】

⑤　国庫補助金の確保
・汚水処理施設の概成（95％）に伴う未普及整備の非重点化や、改築・
更新費用の受益者負担の原則による国費支援の縮小・廃止といった動
きがあり、今後は投資経費の大きな財源を失う可能性があります。

・令和2年3月に国から発出された通知により、少なくとも5年に1回下水
道使用料の改定の必要性を検証し、経費回収率の向上に向けたロード
マップを経営戦略に記載することが、令和7年度以降の社会資本整備総
合交付金等の要件となっています。

令和元年度分
過年度分

99.2
94.9

農集使用料
99.3
95.5

下水道使用料
95.8
25.1

受益者負担金
99.3
22.6

分担金

令和元年度
平成 30年度

10,659
29,484

農集使用料
1,096,358
1,702,746

下水道使用料
378,990
235,680

受益者負担金
72,400
110,800

分担金

出典：豊川市上下水道部下水管理課独自集計資料

出典：豊川市上下水道部下水管理課独自集計資料
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支出の状況
現　状

全体額の状況

①　公共下水道事業
　昭和48年度に豊川市で公共下水道事業特別会計を設置してからの状況を収益
的収入と資本的収入で区分して推移をみると、収入と同様に当初から平成10年
度までは整備の拡張とともに建設改良費等の資本的支出が増加します。一方で
収益的支出は、昭和55年度から豊川市で下水道が供用開始され後、整備の拡大
に合わせて維持管理費や支払利息等が増加していきます。平成10年度には資本
的支出が約52億円、合わせて76億4千万円となり、収益的支出も支払利息の影
響で平成13年度に約24億8千万円に達しますが、その後は整備規模の縮小や支
払利息の減少によりいずれも減少します。平成19年度には補償金免除による借
入金の繰上返済の影響により資本的支出が最高額の約58億９千万円と一時増加
し、合わせて約77億1千万円となりますが、その後は減少し、直近では50億円
前後で推移しています。なお、平成30年度が大きく減少しているのは、企業会
計への移行による打切決算を行ったためです。令和元年度は、企業会計へ移行
し、減価償却費等従来にない支出が加わったため比較が困難となりましたが、全
体で約71億1千万円となりました。

【グラフ28　公共下水道事業全体支出額の推移（千円：R1の収益的支出のみ税抜）】

H13：収益的支出
2,482,610 千円

H10：資本的支出
5,197,390 千円

R1：7,105,231千円

H19：7,709,284 千円H10：7,644,463 千円

50 億円前後で推移

出典：市町村公営企業のあらまし（発行：愛知県市町村振興協会）加工集計及び決算状況調査
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②　農業集落排水事業
　平成4年度に豊川市で農業集落排水業特別会計を設置してからの状況を収益的
支出と資本的支出で区分して推移をみると、収入と同様に当初から平成16年度
までは4か所の施設整備のため、資本的支出が多くなっており、平成11年度に
は資本的支出が約6億7千万円、全体で6億8千万円となりましたが、平成17年度
以降は主に元金償還金となったため大幅に減少し、資本的支出は3千万円強で推
移しています。一方で収益的収入は、平成7年度から正岡地区が供用開始して以
来、新たな施設の供用開始や施設の老朽化により維持管理費が増加し、直近では
約6千万円前後で推移し、平成29年度には最高額の約6,500万円となりました。
なお、平成30年度の減少は公共下水道事業と同様に打切決算を行ったためで
す。令和元年度は、同様に企業会計へ移行したため比較が困難となりましたが、
全体で約2億2千万円となりました。

【グラフ29　農業集落排水事業全体支出額の推移（千円：R1の収益的支出のみ税抜）】

H11：資本的収入
670,609 千円

H29：収益的支出
65,196 千円

R1：218,373 千円

H11：680,956 千円

収益的支出約 6千万円前後
資本的支出 3千万円強で推移

出典：市町村公営企業のあらまし（発行：愛知県市町村振興協会）加工集計及び決算状況調査
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各支出の状況

①　維持管理費
　施設における電気料等の動力費、修繕費、委託料等の維持管理費（職員給与費
及び豊川流域下水道維持管理費負担金は除く。）について、事業別に状況を整理
します。

１　公共下水道事業
　豊川市で公共下水道が供用開始した昭和55年度からの推移は、整備の拡張
や水洗化人口の増加、施設の老朽化とともに増減はあるものの増加傾向にあり
ます。この維持管理費の中で最も多くを占める委託料は、平成4～21年度まで
は8千万円前後で推移していましたが、その後は下水道使用料等徴収の包括委
託等の影響により1億円前後で推移しています。なお、平成27～29年度まで
が高くなっているのは、企業会計移行に係る業務委託によるものです。また、
修繕費は平成13年度からベースが増加し、直近では5千万円前後で推移してい
ます。令和元年度は、企業会計への移行により消費税が税抜表示となり、費用
区分が見直されたため、比較が困難となりましたが、全体で約1億5千万円と
なり、その内訳は、費目別で委託料が約1億1千万円（70.8％）、修繕費が約
1,300万円（8.8％）、動力費が約600万円（3.9％）等となり、施設別では管
渠費が約8,800万円（58.6％）、ポンプ場費が約500万円（3.1％）、その他
が約5,800万円（38.3％）となっています。

【グラフ30　公共下水道事業維持管理費の推移（千円：R1のみ税抜）】

その他
委託料
薬品費
材料費
修繕費
動力費

委託料増加

修繕費増加

R1：150,657 千円

修繕費 5千万円
前後で推移

出典：市町村公営企業のあらまし（発行：愛知県市町村振興協会）加工集計及び決算状況調査

41



第２章　　現状と課題、見通し

【グラフ31　令和元年度公共下水道事業維持管理費の内訳】

２　農業集落排水事業
　正岡地区で農業集落排水施設が供用開始した平成7年度からの推移は、供用開
始や水洗化人口の増加、施設の老朽化とともに増加傾向が顕著で、平成29年度
は約4,800万円となりました。内訳のうち動力費及び最も多くを占める委託料
は、施設の増設とともに増加しますが、平成16・17年度から動力費が約700万
円、委託料が約2,000万円前後で推移しています。また、修繕費は対象となった
設備等により金額は増減しますが、近年は増加傾向にあります。令和元年度は、
公共下水道事業と同様に比較が困難となりましたが、全体で約3,300万円とな
り、その内訳は、費目別で委託料が約2,100万円（62.4％）、動力費が約690
万円（20.7％）、修繕費が約280万円（8.4％）等となり、施設別では処理場費
が約2,700万円（80.6％）、管渠費が約500万円（15.2％）、その他が140万
円（4.2％）となっています。
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700 2,000

3,300 2,100 62.4

690 20.7 280 8.4

2,700 80.6 500

15.2 140 4.2  

管渠
88,248千円
58.6%

ポンプ場
4,649千円
3.1%

その他
57,760千円
38.3%

動力費
5,827千円
3.9%修繕費

13,221千円
8.8%

材料費
888千円
0.6%

委託料
106,602千円
70.8%

その他
24,119千円
16.0%

 

（費目別） （施設別）

出典：決算状況調査
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【グラフ32　農業集落排水事業維持管理費の推移（千円：R1のみ税抜）】

【グラフ33　令和元年度農業集落排水事業維持管理費の内訳】
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H29 47,733  

R1 33,435  

動力費
6,931千円
20.7%

修繕費
2,818千円
8.4%

薬品費
397千円
1.2%

委託料
20,847千円
62.4%

その他
2,442千円
7.3%

 

 

（費目別） （施設別）

出典：決算状況調査

H29：47,733 千円

R1：33,435 千円

増加傾向

増加傾向

出典：市町村公営企業のあらまし（発行：愛知県市町村振興協会）及び決算状況調査
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②　流域下水道維持管理費負担金・建設費負担金
１　維持管理費負担金
　豊川市内の公共下水道を流れる汚水は、愛知県が管理する豊川流域下水道に排
出され、豊川浄化センターにて処理されています。この施設に係る維持管理費に
ついては、同じく流域下水道に排出している豊橋市、蒲郡市、新城市とともに県
と覚書によって設定される負担金の単価に排出量を乗じて算定されます。
　豊川市で公共下水道が供用開始された昭和55年度からの推移は、整備の拡張
や水洗化率の向上による排出量の増加に合わせ増加しますが、使用料の算定基礎
となる有収水量だけでなく、雨水等の浸入水（不明水）が加わるため、降水量等
の影響により増減しています。また、負担金の単価は概ね3年ごとに見直され、
平成元年度から平成13年度は比較的高い単価で推移したため、排出量に比べ負
担金額が高い状況が続きました。平成14年度以降は維持管理費に係る単価が安
くなっていく影響で、負担金額が減少した後に緩やかに増加しています。なお、
負担金額の算定については、平成30年度までは維持管理費と資本費の両方で排
出量に応じていましたが、県の企業会計移行により資本費の算定方法が見直さ
れ、令和元年度は排出量が約1,683万㎥と過去最高となった一方で、負担金額は
約7億5,300万円にとどまっています。

【グラフ34　流域下水道への排出量及び維持管理費負担金の推移】

R1：16,828,753 ㎥

R1：752,599 千円

H13：818,327 千円

出典：市町村公営企業のあらまし（発行：愛知県市町村振興協会）及び決算状況調査
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【グラフ35　流域下水道維持管理費負担金単価の推移（円）】

２　建設費負担金
　豊川流域下水道の施設の整備や改築等については、愛知県の規定に基づきその
一部は関係市の負担となり、その割合は利用申込汚水量にて決定されます。負担
金額の推移は、流域下水道の整備が続く昭和の時代は1億5千万円を超える金額
で推移していましたが、その後は焼却炉の建設や水処理施設の増設等の施設の整
備・改築に合わせ増減しています。直近では、平成27・28年度に一時増加しま
したが、その他の年度は1億円未満で推移し、令和元年度は約6,400万円となり
ました。

【グラフ36　流域下水道建設費負担金の推移（千円）】

　

資
本
費
単
価
廃
止

※資本費のうち一般は月500㎥以下の排出量、特定は500㎥を超える排出量の単価

出典：市町村公営企業のあらまし（発行：愛知県市町村振興協会）及び決算状況調査

R1：63,913 千円

H28：250,605 千円
1億 5 千万円超

1億円未満で推移

出典：豊川市上下水道部下水管理課独自集計資料
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③　建設改良費
　下水管の敷設、マンホールポンプや接続ますの設置、農業集落排水処理場の建
設等といった下水道施設の整備や、下水管や設備の改築・更新等に係る建設改良
費の推移は、豊川市で特別会計が設置された昭和48年度からみると、昭和50年
代となってから汚水管の拡張整備が進み、旧４町での整備ともあいまって昭和
62年には約27億円に達しました。その後一旦は減少しますが、平成４年度から
は複数の拡張事業が展開されたうえ、農業集落排水事業も加わって飛躍的に金額
が増加し、約35～40億円で推移し、平成10年度にはピークとなる約46億6千万
円となりました。その後は整備規模の縮小に伴い減少し、直近では15～20億円
で推移して令和元年度は約19億3千万円となっています。

【グラフ37　建設改良費（職員給与費及び建設利息を除く）の推移（千円）】

④　元利償還金
１　公共下水道事業
　建設改良費等の借入金に対する元金及び利息の償還は、定額制を採用し、
返済期間が概ね28～40年、元金の返済が5年据え置きで、定期的な利率の見
直しが行われています。その推移は、特別会計が設置された昭和48年度から
みると、元金は借入金のピークとなる平成10・11年度を過ぎても据え置きの
関係で増加したうえ、利息は当初、比較的高い利率となっていたため、平成
17年度まで元利償還金は増加を続けました。平成19年度は元金の繰上返済や
借り換えを実施した結果、元利償還金で約40億円と大きく増加しましたが、

R1：1,926,375 千円

約 15 ～ 20 億円で推移

H10：4,660,099 千円約 35 ～ 40 億円で推移

S62: 2,719,736 千円

出典：市町村公営企業のあらまし（発行：愛知県市町村振興協会）及び決算状況調査
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平成22年度以降は、借入額の減少とともに、借り換えによる利率の見直しや
利率の低下により、約20億円と大幅に減少し、その後も減少を続けていま
す。令和元年度は元金が約14億8千万円、利息が約2億1千万円で合わせて約
17億円となっています。なお、地方債現在高（元金の残高）の直近１０年間
の推移は、借入額が元金償還額を超えないように抑制したことにより減少が
続き、令和元年度は約218億7千万円となっています。

【グラフ38　公共下水道事業の元利償還金の推移（千円）】

【グラフ39　公共下水道事業の地方債現在高の推移（直近10年間）（千円）】

R1：1,694,282 千円

減 少

H19：4,024,574 千円

増 加

出典：市町村公営企業のあらまし（発行：愛知県市町村振興協会）及び決算状況調査

出典：市町村公営企業のあらまし（発行：愛知県市町村振興協会）及び決算状況調査
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２　農業集落排水事業
　元金及び利息の償還は、定額制を採用し、返済期間が一律30年、元金の返
済が５年据え置きで、定期的な利率の見直しはありません。その推移は、借
入が行われた翌年となる平成5年度から借入額の増加とともに増加し、借入
が終了した16年度以降も据え置きにより平成21年度まで増加を続けました。
平成22年度は借り換えを行ったことにより元利償還金が減少し、直近では約
4,200万円前後で推移しています。なお、地方債現在高（元金の残高）の直近
10年間の推移は、企業会計移行にかかるもの以外に借入を行っていないため
減少が続き、令和元年度は約3億3千万円となっています。

【グラフ40　農業集落排水事業の元利償還金の推移（千円）】

【グラフ41　農業集落排水事業の地方債現在高の推移（直近１０年間）（千円）】

増 加

約 4,200 万円
前後で推移 R1：42,284 千円

H21：50,809 千円

出典：市町村公営企業のあらまし（発行：愛知県市町村振興協会）及び決算状況調査

出典：市町村公営企業のあらまし（発行：愛知県市町村振興協会）及び決算状況調査
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見通し

　今後の見通しについて、中期的な期間（経営戦略の計画期間）となる令和3～
12年度の10年間（年度ごと）と、その後の長期的な期間となる2060年までの
30年間（5年ごと）に区別して整理します。

①　収益的支出

１　公共下水道事業
（中期的（10年間）見通し）
　全体額は今後増加傾向にあり、令和10年度に約38億7千万円となる見込
みです。令和11年度以降は減価償却費の減少の影響により減少しますが、
令和12年度は令和3年度と比較して約1億円増加して約３8億2千万円となる
と見込みます。（詳細は参考資料参照Ｐ．102）主なポイントは次のとお
りです。
【職員給与費】　令和3年度から令和8年度までは約1億1千万円となり、横
ばいで推移しますが、令和9年度以降は維持管理に係る職員数の増加によ
り約1億4～5千万円となると見込みます。

【動力費】　下水道施設の整備拡張や老朽化に伴い徐々に増加すると見込
みます。

【修繕費】　3,100～3,200万円で推移すると見込みます。
【その他営業費用】　その他営業費用のうち多くを占める豊川流域下水道
維持管理費負担金は、有収水量の増加に伴い排出量は増加し、その他営
業費用全体では令和12年度は令和3年度と比べ約3,100万円増加すると見
込みます。

【減価償却費】　拡張整備の影響により令和9年度までは増加し、令和12
年度は令和3年度と比較して約3,100万円増加すると見込みます。なお、
令和10年度以降は汚水管の整備が始まった当初の資産が償却を終えるた
め減少する見込みです。

【支払利息】　令和6年度までは減少が続きますが、拡張整備の影響によ
り、その後は上昇に転じ、令和12年度は約１億6千万円となると見込み
ます。
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【グラフ42　公共下水道事業収益的支出の中期的見通し（千円：税抜）】

（長期的（2030年から30年間）見通し）
　国立社会保障・人口問題研究所の発表した「日本の地域別将来推計人
口（平成30（2018）年推計）」や令和2年3月に改訂された豊川市人口
ビジョンをもとに長期的な収益的支出の全体額を高位・中位・低位に区
分して試算した結果、いずれの場合も減少の一途をたどり、令和12年度
（2030年）と比較して、高位で約１2億1千万円減の約26億1千万円、低
位では約13億1千万円減の約25億1千万円となりました。人口の減少に
より排出量が減少して豊川流域下水道維持管理費負担金や使用料徴収委
託料が減少するほか、投資額の減少により減価償却費が減少することが
見込まれるほか、高位では、老朽化による動力費や修繕費の増加が見込
まれています。

全体額
約 1億円増全体額

約 37～ 39 億円で推移R3：
約 37億 2千万円

R12：
約 38 億２千万円

その他営業費用
約 3,100 万円増

職員給与費増

減価償却費
約 3,100 万円増
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【グラフ43　公共下水道事業収益的支出の長期的見通し（千円：税抜）】

２　農業集落排水事業

（中期的（10年間）見通し）
　全体額は減価償却費の減少の影響により令和４年度で大幅に減少し、そ
の後も支払利息の減少により徐々に減少し、令和12年度は令和3年度と比
較して約3,100万円減少し、約1億2,800万円となると見込みます。（詳細
は参考資料参照（Ｐ．104））主なポイントは次のとおりです。
【職員給与費】　約1,100万円の横ばいで推移します。
【動力費】　機器の老朽化により少しずつ増加すると見込みます。
【修繕費】　老朽化への対応はありますが、経常的なものにとどまると見
込み、横ばいとします。

【その他営業費用】　その他営業費用のうち多くを占める委託料は、令和3
年度は特別な委託があるため上昇しますが、その後は、水洗化人口の減
少はあるものの、単価の上昇を見込み、横ばいとします。

【減価償却費】　当初の機器に係る資産の償却が完了する影響から令和４
年度に約1,300万円減少し、その後は改築による資産減耗の影響で令和5
年度に一時増加するものの少しずつ減少する見込みです。

【支払利息】　令和6年度に正岡地区、令和11年度に江島地区の支払いが
完了するとともに、全体的に利息額が減少することにより、令和12年度
は令和3年度と比較して約500万円減少する見込みです。

約12億1千万円減

約12億7千万円減

約13億1千万円減
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【グラフ44　農業集落排水事業収益的支出の中期的見通し（千円：税抜）】

（長期的（2030年から30年間）見通し）
　公共下水道事業と同様に日本の地域別将来推計人口（平成30（2018）
年推計）や豊川市人口ビジョンをもとに長期的な収益的支出の全体額を高
位・中位・低位に区分して試算した結果、いずれの場合も減少傾向にあ
り、2030年（令和12年度）と比較して、高位で約5,200万円減の約7,700
万円、低位では約7千万円減の約5,900万円となりました。投資額の減少に
より減価償却費が減少することが見込まれますが、一方で施設の改築や改
修に伴う借入金の利息が見込まれること、高位・中位では老朽化による動
力費や修繕費の増加が見込まれています。

支払利息
約 500 万円減

減価償却費
約 1,300 万円減

R3：
約 1億 5,900 万円

R12：
約 1億 2,800 万円

全体額
約 3,100 万円減少
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第２章　　現状と課題、見通し

【グラフ45　農業集落排水事業収益的支出の長期的見通し（千円：税抜）】

②　資本的支出

１　中期的（10年間）見通し

（公共下水道事業）
　全体額は、拡張整備の状況とともに増減し、令和3～8年度は約34～37億
円、その後は整備規模の縮小に伴い減少し、令和12年度には約25億8千万
円となる見込みです。（詳細は参考資料参照（Ｐ．106））主なポイント
は次のとおりです。
【建設改良費】　令和３～8年度までは第10次拡張整備が集中的に行われ
ることにより約21～24億円で推移し、令和9年度以降は規模が縮小する
ため、約15億円前後となる見込みです。

【企業債償還金】　昭和や平成初期の企業債（30年償還）が終了すること
から減少を続け、令和12年度は令和3年度と比較して約3億2千万円の減
少となります。

約5,200万円減

約6,100万円減

約7千万円減
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第２章　　現状と課題、見通し

【グラフ46　公共下水道事業資本的支出の中期的見通し（千円）】

（農業集落排水事業）
　全体額は、建設改良費や企業債償還金の減少とともに減少傾向にありま
す。建設改良費は一宮西部農業集落排水施設における管渠の改築により令
和3年度から大幅に増加しますが、機器等の更新需要の減少とともに減少す
ると見込んでいます。また、企業債償還金については、令和12年度が令和
3年度と比較して約2,100万円減少し、令和12年度の全体額は約6,900万円
となると見込みます。（詳細は参考資料参照（Ｐ．108））

【グラフ47　農業集落排水事業資本的支出の中期的見通し（千円）】

R3 ～ 8 全体額
約 34 ～ 37億円

R3 ～ 8 建設改良費
約 21～ 24 億円

R9 ～建設改良費
規模縮小

企業債償還金
約 3億 2千万円減

整備規模の縮小により減少
R12: 約 25 億 8千万円

改築・機器更新等
により大幅増

企業債償還金
約 2,100 万円減

企業債償還金の減少に合わせて減少
R12: 約 7,900 万円R3: 約 9,900 万円
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第２章　　現状と課題、見通し

２　長期的（２０３０年から３０年間）見通し
　下水道事業全体では、2030年（令和１２年度）以降に大規模な拡張整備が
なく、部分的な未普及整備となる一方で、改築・更新に係る費用が増額する
と見込み、建設改良費は、投資の平準化により約12億円前後、企業債償還金
は約11億円、全体額は約23億円で推移すると見込みます。

【グラフ48　下水道事業資本的支出の長期的見通し（千円）】
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第２章　　現状と課題、見通し

課　題

①　経費の抑制
・維持管理費は近年増加傾向にあり、今後も施設の老朽化等により増加
することが見込まれます。老朽化対策とともに民間委託等を含め、経
費の抑制を図る取組が必要となっています。

②　投資額の平準化
・近年の建設改良費は20億円未満で推移していますが、過去には年間40
億円を超えるものもあり、今後の改築・更新において同規模の負担が
求められる可能性があります。財政負担の軽減、資金の調達の面から
投資の平準化を図りながら、適切な改築・更新を進めていく必要があ
ります。

③　地方債残高の抑制
・地方債残高は近年減少を続けていますが、令和元年度末の特定環境保
全公共下水道を除く公共下水道事業の企業債残高対事業規模比率（下
水道使用料等収入に対する地方債残高の割合）は806.7％となり、直
近で比較が可能な平成30年度末の県内市や類型団体の平均よりは低い
ものの、全国平均と比較して高くなっているため、抑制が求められま
す。

【表10　公共下水道事業企業債残高対事業規模比率の比較

　　　　（特環除く。豊川市は令和元年度、その他は平成30年度末現在）（％）】

806.7
※県内市平均は平成 29年度までに地方公営企業法を適用した 14市が対象

豊川市
682.8
全国平均

875.5
類型団体平均

1,001.2
県内市平均

出典：経営比較分析表（総務省　県内市平均は豊川市集計）
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第２章　　現状と課題、見通し

収支等の状況

　収入及び支出について今後の見通しを整理しましたが、その収支等について
中期的な期間（経営戦略の計画期間）となる令和3～12年度の10年間（年度ご
と）と、その後の長期的な期間となる2060年までの３０年間（5年ごと）に区
別して整理します。

収益的収支（当年度純利益・損失）の状況

①　公共下水道事業

１　中期的（１０年間）見通し
　収益的収支は、令和5年度までは利益（黒字）を確保できますが、令和
５年度は県流域下水道維持管理費返還金の減少により利益額が大きく落
ち込む見込みです。令和6年度になると、減価償却費の増加等により損
失（赤字）に転じ、以降は維持管理費の増加もあって損失額が年々増加
し、令和12年度には約1億8千万円の損失となる見込みです。

【グラフ49　公共下水道事業収益的収支の中期的見通し（千円：税抜）】
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第２章　　現状と課題、見通し

２　長期的（2030年から30年間）見通し
　収益的収支の全体額を高位・中位・低位に区分して試算した結果、令
和12年度（2030年）と比較して、高位・中位の場合は損失額が減少し
ますが、いずれも赤字が継続することが見込まれます。中位・低位の場
合は、赤字が継続するうえ、令和12年度と比べさらに損失額が増加する
年があることが見込まれます。

【グラフ50　公共下水道事業収益的収支の長期的見通し（千円：税抜）】

②　農業集落排水事業

１　中期的（10年間）見通し
　収益的収支は、管渠の改築に伴う資産減耗費の計上や長期前受金戻入
額の減少が大きく影響し、令和10年度までは利益（黒字）が確保できる
ものの、以降は損失（赤字）に転じるとともに、繰入金の減少や維持管
理費の増加等により損失額が増加し、令和12年度には、約1,200万円の
損失となる見込みです。
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第２章　　現状と課題、見通し

【グラフ51　農業集落排水事業収益的収支の中期的見通し（千円：税抜）】

２　長期的（2030年から30年間）見通し
　収益的収支の全体額を高位・中位・低位に区分して試算した結果、令
和12年度（2030年）と比較して、いずれの年も損失額が大きくなるこ
とが見込まれます。高位では、使用料の減少は緩やかですが、機器の老
朽化が進むことで維持管理費の増加により損失額が年々増加することが
見込まれます。一方で中位や低位では、維持管理費の増加額が比較的少
ないため、損失額が一定額あるいは少なくなり、2050年には高位より損
失額が少なくなると見込まれます。

【グラフ52　農業集落排水事業収益的収支の長期的見通し（千円：税抜）】
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第２章　　現状と課題、見通し

資本的収支及び補填財源の状況

①　中期的（10年間）見通し

１　公共下水道事業
　資本的収支の不足額は、投資額の減少に伴い減少傾向にあり、令和12
年度は令和3年度と比較して約3億4千万円減少し、約12億円となる見込
みです。その補填財源としては、令和6年度までは利益剰余金処分額を計
上していますが、その後は不足額の減少により損益勘定留保資金で補填
できる見込みです。なお、収益的収支が令和6年度から赤字となることに
伴い、繰越利益剰余金処分額で欠損金を補填することとなります。

【グラフ53　公共下水道事業資本的収支不足額の中期的見通し（千円）】

２　農業集落排水事業
　資本的収支の不足額は、令和3年度に一時増加しますが、投資額の減少
により減少傾向にあり、令和12年度は令和3年度と比較して約1,900万円
減少し、約1,500万円となる見込みです。その補填財源としては、令和9
年度までは利益剰余金処分額を計上していますが、その後は不足額の減
少により損益勘定留保資金で補填できる見込みです。なお、収益的収支
が令和11年度から赤字となることに伴い、繰越利益剰余金処分額で欠損
金を補填することとなります。
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第２章　　現状と課題、見通し

【グラフ54　農業集落排水事業資本的収支不足額の中期的見通し（千円）】

②　長期的（2030年から30年間）見通し
　下水道事業全体では、投資の平準化を図ることとした場合、不足額が約
10～11億円となると見込みます。その補填財源としては、主として損益勘
定留保資金を見込んでいます。

キャッシュフローの状況

①　公共下水道事業
　キャッシュフローの見込みを活動別にみると、業務活動は、令和4年度ま
では約16億円前後のプラスとなりますが、その後当年度純利益（損失）の
減少（増加）により金額は減少傾向にあります。投資活動は、令和8年度ま
では第10次拡張事業の影響により約15～17億円のマイナスで推移し、そ
の後は活動の規模が縮小するため11億円前後となります。財務活動は、投
資活動の財源となる企業債の借入の増減により、令和4～8年度まではプラ
スとなりますが、その後はマイナス傾向となる見込みです。全体では、資
金増減は令和4年度までは増加となりますが、その後減少傾向に転じ、令和
12年度は約6億1千万円となる見込みです。なお、令和12年度以降は、業務
活動の金額が減少し、投資活動の国庫補助等の特定財源が減少することが
見込まれるため、残高が減少すると見込んでいます。
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第２章　　現状と課題、見通し

【グラフ55　公共下水道事業活動別キャッシュフローの見通し（千円）】

【グラフ56　公共下水道事業資金増減額及び期末残高の見通し（千円）】

①　農業集落排水事業
　キャッシュフローの見込みを活動別にみると、業務活動は、当年度純利
益の減少により金額は減少傾向となります。投資活動と財務活動はマイナ
スで推移しますが、投資活動は横ばい、財務活動は元金償還額の減少によ
り増加傾向にあります。全体では、資金増減が令和4年度までは減となりま
すがその後増となり、令和12年度には約3,300万円となる見込みです。な
お、令和12年度以降は、業務活動の金額が赤字となるため減少することが
見込まれるため、残高が減少すると見込んでいます。
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【グラフ57　農業集落排水事業活動別キャッシュフローの見通し（千円）】

【グラフ58　農業集落排水事業資金増減額及び期末残高の見通し（千円）】

その他収支への影響

　上述した収支には反映されていませんが、今後動向が注目されるもので、収支
に大きな影響を及ぼすと考えられる事項は次のとおりです。
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課　題

①　赤字の解消
・公共下水道事業においては令和6年度以降、農業集落排水事業でも将来
的には、継続的な赤字が見込まれるうえ、状況によっては赤字額が膨
らむことも見込まれるため、収入の確保とともに、経費の抑制を図る
抜本的な見直しが必要となります。

②　内部留保資金の確保
・公共下水道事業においては、赤字の補填のため利益剰余金の枯渇が予
測されるため、積立金の確保が困難な状況です。これにより企業債へ
の依存が継続するだけでなく、突発的な大規模修繕への対応が困難に
なる等弊害が生じます。また、期間内では資金の増加が見込まれます
が、将来的には減少することから、現金の確保という面でも十分でな
く、運転資金に不足が生じる可能性があります。

・農業集落排水事業においては、当年度の利益剰余金を補填財源とする
状況が続き、内部留保資金の確保が困難な状況です。

・短期的な債務に対する支払能力を表す「流動比率（流動資産／流動負
債）」は、令和元年度でいずれの事業も基準となる100％を大きく下
回っています。また、特定環境保全公共下水道を除く公共下水道事業
の流動比率は46.8％となり、直近で比較が可能な平成30年度末の各平
均と比較していずれも低くなっています。

【表11　事業別流動比率の状況（％）】

【表12　公共下水道事業流動比率の比較
　　　　（特環除く。豊川市は令和元年度、その他は平成30年度末現在）（％）】

49.4
公共下水道事業

58.8
農業集落排水事業

46.8
豊川市

69.5
全国平均

62.1
類型団体平均

79.9
県内市平均

※県内市平均は平成 29年度までに地方公営企業法を適用した 14市が対象

出典：決算状況調査

出典：経営比較分析表（総務省　県内市平均は豊川市集計）
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組織・人員の状況

現　状

①　組織の変遷（旧町除く）
　昭和46年度以前は都市計画課内に下水道係が設置されていましたが、昭和
47年度には工事着手に合わせて下水道課が設置され、整備拡張が進む昭和57
年度には下水道建設事務所が設置されました。整備のピークが過ぎた平成13
年度には、機構改革により上下水道部が設置され、現在の下水管理課、下水
整備課の2課となり、合併を経て、平成28年度の機構改革にて現在の組織（2
課5係）となっています。なお、令和3年度からは下水管理課排水設備係を廃
止する予定です。

年度 主な内容
都市計画課内に下水道係設置
下水道課（業務係、公共下水係、都市下水係）を設置【1課 3係制】
計画調整係を追加【1課 4係制】
計画調整係を計画係に変更
部制発足により建設部下水道課に変更
排水設備係を追加【1課 5係制】
計画係を廃止し、維持係を追加
建設部内に下水道建設事務所を設置し、所長職を設置
管理課（管理係　排水設備係　維持係）と建設課（公共下水道係　都市
下水路係）を設置【2課 5係制】
建設課の公共下水道係を分離し、公共下水道第１係と公共下水道第2係
を設置【2課 6係制】
建設部下水道事務所へ変更
建設課の係を下水第1係、下水第2係、下水第3係に変更
下水道事務所を廃止し、上下水道部を設置
管理課を下水管理課、建設課を下水整備課へ変更
一宮町との合併により、一宮総合支所上下水道課設置
一宮総合支所上下水道課廃止
下水整備課の係を整備係、計画係に再編し、下水管理課から維持係を下
水整備課へ移管【2課 5係制】
排水設備係を廃止予定【2課 4係制】

～S46
S47
S48
S50
S53

S55
S56

S61

H10

H13

H17
H20
H28

R3
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②　人員数の状況（旧町除く）
　下水道事業を専属で行う職員の人員数は、昭和45年度の都市計画課下水道
係のときは3人でしたが、昭和47年度に工事着手してからは、下水道課の設置
に合わせ人員数が増加し、昭和56年度に下水道建設事務所が設置された際に
35人に達しました。その後は微減して30人前後で推移し、工事のピークが過
ぎた平成15年度には26人となります。その後合併で一時的に増加し、小坂井
町との合併直後となる平成22年度には最高の39人となりました。その後は再
任用職員やパートタイム職員の雇用を進め、近年は33～34人で推移していま
したが、令和2年度は企業会計移行事務の終了等により31人となりました。な
お、平成元年度からの職種別職員の内訳としては、合併の時期を除き事務職
員が9～12人、技術職員が18～20人（いずれも管理職含む。）で推移し、大
きな増減はありません。

【グラフ59　人員の推移（各年4月1日現在　部長及び一宮総合支所上下水道課除く）】

③　人材育成の状況
　豊川市人財育成基本方針に基づき、人事課等で行う基礎的な職員研修とと
もに、専門的な知識や技術の習得を図るため、事業の状況や職階・経験年数
に合わせ計画的に外部研修に参加したり、視察や内部研修を行ったりしてい
ます。令和元年度では、41の外部研修に延べ70人が参加しています。

管理職 係員（技術）
係員 再任用
係員（事務） パート職員（会計年度任用職員）

H24：パート職員雇用

S56：35人
H15：26人

H22：39人

R2：31 人

H23：再任用職員雇用
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第２章　　現状と課題、見通し

課　題

①　組織の適正化
・令和3年度から排水設備係が廃止されることにより、下水管理課が1課
1係体制となることから、より適正な組織体制の見直しが必要となりま
す。

・平成30年に策定された「豊川市水道事業経営戦略」において、上下水
道事業の組織統合の検討を進めるなど組織体制の見直しを行うことと
しており、これに対応した検討を進める必要があります。

②　地方公営企業法の全部適用
・令和元年度から地方公営企業法を適用していますが、財務規定等のみ
の一部適用となっています。今後、より独立的、自立的な経営を目指
すためには、組織や身分等の規定を加えた全部適用について検討する
必要があります。

③　職員の定員適正化
・第5次豊川市定員適正化計画のもと適正化に努めてきましたが、今後の
事業の動向や働き方改革等の状況を見据えて、職員の定員適正化を検
討する必要があります。

④　人材育成・技術継承
・職員の定員適正化や委託化により正規職員数が減少する中で、人材育
成の重要性が増しています。

・下水道の設計や維持管理等に関する専門的な技術、企業会計における
専門的な経理について円滑に継承するとともに、研修への参加や第三
者による適切な指導・助言が必要です。

内部研修の様子
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第２章　　現状と課題、見通し

　
その他の状況
災害対策の状況

現　状

　災害により下水道施設が閉鎖すると、衛生面に重大な支障が生じ、生活環境に
甚大な影響を及ぼすこととなるため、本市の下水道では、上述の耐震化対策や浸
水対策に加え、災害対策として次の取組を行っています。

①　溢水対策
　管閉塞やマンホールポンプ停止時等に、道路等への汚水の溢水範囲を最
小限とすることを目的とし、自然流下の汚水管では汚水の流れの分散化を
図るループ人孔を配置し、平成30年度からは近接のマンホールを接続する
バイパス管を設置しています。また、マンホールポンプ停止に備え、発動
発電機を1台所有し、応急的な稼働に備えています。

②　ＢＣＰの策定
　災害時に業務の安定的な遂行を図ることを目的として、平成26年度に
「簡易な下水道ＢＣＰ」を、平成27年度に「豊川市下水道業務継続計画」
を作成し、以後毎年度改訂しています。また、この一環として、令和元年
度に「マンホール蓋開閉マニュアル」、令和2年度に「地震災害における施
設対策マニュアル（点検・調査編）」を作成しました。

③　訓練の実施
　災害時における役割や行動の確認、必要な実務の習得を図るため、平成
22年度から下水道地震災害対策訓練を年1回実施しており、平成27年度か
らは、水道・下水道合同で上下水道部合同防災訓練を年1回行っています。

上下水道部合同防災訓練の様子
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第２章　　現状と課題、見通し

課　題

・台風等による広範囲での停電の場合、迅速な対応が困難なため、復旧の
優先順位等の手順を定める必要があります。

・停電の場合、電力会社が現場対応等に追われるため、状況の把握が困難
になることが懸念されます。

・自家用発電機等の資機材が多数必要となりますが、多額の費用を要しま
す。

・ＢＣＰに対する職員への浸透や、多様な災害に対応した訓練が必要と
なっています。
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第２章　　現状と課題、見通し

民間活用の状況
現　状

　下水道事業の運営にあたっては、開始当初から工事や維持管理における専門的
な技術を要する業務を中心に民間委託を行ってきています。近年では、平成20
年度に下水道使用料の徴収事務を水道料金とともに民間に委託し、その後平成
27年度には農業集落排水施設使用料の徴収事務、令和2年度には受益者負担金・
分担金の徴収事務と排水設備の検査業務を追加し、業務の継続性の確保や効率化
を図っています。また、下水道法の改正に伴い義務付けされた排水施設の点検を
民間に委託しています。

課　題

・さらなる業務の継続性の確保や効率化を図るため、近年他の自治体で取
り入れられているＰＦＩ方式やコンセッション方式等の新たな手法につ
いて、調査・研究を進める必要があります。

包括委託による窓口の様子 排水施設の点検委託の様子
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第２章　　現状と課題、見通し

広域化・共同化の状況
現　状

　本市の下水道事業では現在、汚水処理量の約98％が公共下水道に排出され、
さらに豊川市・豊橋市・蒲郡市・新城市で構成する流域下水道にて処理されてい
ることから、開始当初から広域的な汚水処理を実現していると言えます。また、
一部の地区においては他市の管路を使用したり、本市の管路を使用したりしてお
り、市域を超えた下水道の普及を図っています。

課　題

①　広域化・共同化計画への対応
・総務省・農林水産省・国土交通省・環境省では、平成30年1月に「汚
水処理の事業運営に係る「広域化・共同化計画」の策定について」を
発出し、令和4年度までに広域化・共同化の推進とともに、都道府県に
て広域化・共同化計画の策定が要請されています。この広域化・共同
化計画に項目がない自治体は社会資本整備総合交付金が交付されない
こととなるため、県の指導のもとソフト・ハード事業において検討を
進める必要があります。

②　農業集落排水施設の公共下水道への接続
・農業集落排水事業の経営状況を考慮し、将来的な公共下水道への接続
について検討する必要があります。

広域的な汚水処理を行う豊川浄化センター全景
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第 3章　　基本理念、施策の体系及び取組方針

第３章　基本理念、施策の体系及び取組方針

１　基本理念及び基本方針

　下水道事業は、市民生活における重要なライフラインとして、これまでも公衆
の衛生や公共用水域の水質保全、浸水被害の防止等の目的を果たしてきました。
しかし、「現状と課題」で整理しましたとおり、人口減少や施設の老朽化等が進
む中で、多くの課題に対応していくことが求められています。
　今後における下水道事業の最大の使命は、これらの課題を克服し、引き続き市
民の皆さまの生活を支えるために、永続的に下水道の役割を果たしていくことだ
と考えています。
　したがって、本経営戦略で目指す理想像としては、下水道の役割を簡潔にまと
めて「いつまでも、清潔、安心、快適な暮らしを支えます」を基本理念とし、こ
の理念の実現のため、「１　良好な環境を整えます」、「２　持続的な経営を行
います」、「３　質の高いサービスを提供します」を基本的な取組の方向性を示
す基本方針に据えて、各種施策や具体的な取組を進めていきます。

【図2　基本理念・基本方針】
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第 3章　　基本理念、施策の体系及び取組方針

２　施策の体系

　基本理念・基本方針のもと、次表の「施策の体系」のとおり、取組の方向性を
示す８つの施策を設け、その施策に沿い具体的な取組を整理します。

【図3　施策の体系】
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第 3章　　基本理念、施策の体系及び取組方針

　
３　投資と財源の均衡

　本経営戦略では、基本理念の実現を目指すため、施策の体系にある基本方針や
施策を掲げるとともに、「投資試算（施設や設備の見通し）」と「財源試算（財
源の見通し）」の均衡を目指します。このため、投資・財政計画（収支計画）を
策定して状況を把握するとともに、収支にギャップが生じている場合には施策の
体系にて示した具体的な取組を推進して均衡を図ります。

【図4　投資と財源の均衡のイメージ】

４　期別の取組方針

　本経営戦略では、これまでの取組状況を含めて期別に取組方針を整理し、段階
的に具体的な取組を展開していきます。

【図5　段階的な取組方針】
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第４章　　具体的な取組

第４章　具体的な取組
　この章では、第３章にて整理した施策ごとに、具体的な取組の内容を整理します。

基本方針１　良好な環境を整えます

施策１　未普及の解消

　良好な環境を整えるために、下水道の着実な整備・普及が求められています。未
普及となっている地区において、計画的・効率的な整備を進めていくとともに、整
備した地区での下水道の接続を促進するため、次の取組を進めていきます。

①　整備の推進
■取組方針

　
事業計画に基づき着実に整備を進めるとともに、市街化調整区域にお

ける布設基準の設定により効果的・効率的な整備を図ります。

■取組内容
１　計画的な整備
・現在の事業計画に基づき、整備の進捗や財源状況等を勘案して短期・中
期的に整備内容を随時見直し、着実に第10次拡張事業等を進めます。

・基盤整備が行われていない地区では、関係部局と調整しながら、地区全
体の整備方針を検討し、整備手法を決定します。

２　布設基準の設定
　市街化調整区域の整備では、次のとおり布設基準を適用します。
・地区全体で接続希望者が少ない場合は、接続希望者が多い地区から整備
することとします。

・説明会等で下水道整備に関するメリット・デメリットをしっかり説明し
たうえで、接続希望者のみ排水できる管網とします。
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第４章　　具体的な取組

②　計画の見直し
■取組方針

　汚水処理の概成（汚水処理人口普及率95%以上）が達成された中で、
投資効果や今後の改築・更新需要を踏まえながら、市汚水適正処理構想
や事業計画の見直しを検討します。

■取組内容
・人口動向や下水道の希望状況、今後の改築・更新費の推移を把握し、計
画の変更について検討します。

・計画の変更にかかる方向性に基づき、都市計画事業の決定や廃止の手続
きを進めます。

③　水洗化の促進
■取組方針

　自立した経営を行うためには、下水道使用料の確保は重要となること
から、企業でいう営業と位置づけ、民間を活用しながら啓発等の各種取
組を行います。

■取組内容
・接続啓発プランを毎年更新し、より効果的な取組を行います。
・店舗・未接続台帳を整備し最新の状況を把握します。
・長期未接続者に対し計画的に啓発するとともに、接続効果の高い事業所
や集合住宅、または単独浄化槽の使用者へ重点的に啓発します。

・民間委託によりきめ細かく未接続の原因を分析しながら、随時に効果的
な接続啓発を実施します。

・新たな接続補助制度の創設や補助制度の拡充を検討します。

下水道接続工事の様子
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第４章　　具体的な取組

施策２　下水道の強靱化

　現在、国をあげて進められる国土強靱化では、下水道分野においても施設の耐
震化・耐水化が求められています。また、本市では南海トラフ地震等だけでな
く、近年では頻発化・激甚化する台風や集中豪雨の発生が危惧されることから、
下水道の強靱化を図るため、次の取組を進めていきます。

①　耐震化の推進
■取組方針

　中期的な計画を定めたうえで、被災した場合の社会的影響の大きい優先
度の高い管路施設を対象に、想定される地震動に対して最低限の下水道流
下機能の確保及び二次災害防止を目的とした地震対策を推進します。

■取組内容
・総合地震対策計画に基づき、管路の耐震化を進めます。
・全ての重要な幹線等について、耐震診断を実施します。
・合理的な整備や投資額の平準化を図るため、ストックマネジメント計画
（老朽化対策）と整合を図りながら、中期的な計画を策定します。

②　浸水対策の推進
■取組方針

　雨水施設の整備や施設の耐水化を図るとともに、雨水貯留浸透施設設
置支援事業等のソフト事業による浸水対策を進めます。

■取組内容
１　雨水施設の整備
・未整備河川に放流する排水区で、放流制限が原因で冠水が発生している
場合は、調整池や雨水浸透施設の整備が可能か検討します。

２　施設の耐水化
・令和3年度までに「耐水化計画」を策定し、計画に基づく浸水対策を進
めます。

３　雨水貯留浸透施設設置支援事業の利用促進
・市民への周知を促進するほか、補助メニューの拡充を検討します。
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第４章　　具体的な取組

４　内水ハザードマップの策定・公表の検討
・住民や関連部署からの浸水情報を収集し、ハザードマップの段階的な作
成・公表を検討していきます。

③　溢水対策の推進
■取組方針

　災害時の停電等によるマンホールポンプの停止や管渠閉塞によるマン
ホール等からの溢水を防止するため、ハード・ソフトにおける溢水対策
を進めます。

■取組内容
・停電時のリスク回避を考え、マンホールポンプによる圧送箇所で自然流
下とできる箇所を調査し、バイパス管の接続を進めます。

・マンホールポンプ停止時の溢水範囲を明確にし、現場対応の迅速化を図
ります。

・電力会社と連携し、復旧の効率化・迅速化を図ります。
・資機材の確保の図るため、豊川市建設業協会等との協定等の締結を検討
します。

④　ＢＣＰ・訓練の充実化
■取組方針

　日常業務と災害時業務を区別し、それぞれで実践的・効果的な計画の
作成や訓練を行い、充実化を図ります。

■取組内容
１　ＢＣＰの充実化
・ＢＣＰは、年2回程度（4・10月頃）更新します。
・職員の経験不足を補完するため、被害想定の作成
を民間委託することを検討します。

２　訓練の充実化
・各係や職員による作業部会等で訓練内容を検討
し、必要な訓練を随時行います。また、水道事業
等と連携した訓練を行います。 水道事業内部研修や

水防訓練への参加
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第４章　　具体的な取組

施策３　維持管理の強化

　下水道の拡張整備が終盤となる中で、これまで整備してきた膨大な量の管渠や
マンホール、ポンプ等の適切な維持管理が求められています。今後、整備拡張か
ら、良質な下水道を安定的・継続的に提供する維持管理へ重点をシフトするにあ
たり、維持管理の強化を図るため、次の取組を進めていきます。

①　長寿命化対策の推進
■取組方針

　膨大な下水道施設を限られた資金で適切に維持管理を行うため、点検
調査を進めるとともに、投資額の平準化や耐震対策とのバランスを図り
ながら計画的に改築・更新を行います。

■取組内容
・第2期ストックマネジメント計画に基づく管路の改築・更新を着実に進め
ていきます。

・ポンプ場や樋門といった雨水施設では、機器等の状況をみて更新を進め
ていきます。

・今後5年ごとを目途として、新たな地区におけるストックマネジメント計
画を策定していきます。（次期は令和7年度に策定）

・農業集落排水事業では、最適化整備構想をもとに計画的な機器等の更新
を進めます。また、一宮西部処理区の管渠の改築を進めます。

・整備拡張にかかる投資額とのバランスや国庫補助の状況を考慮しながら、
段階的に投資額を引き上げるとともに、施設の健全性や改築等の緊急性を
踏まえ、改築・更新を一部前倒し・先送りして投資の集中を回避します。

　【図6　長寿命化対策投資額の引き上げ及び平準化のイメージ（百万円）】
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第４章　　具体的な取組

②　不明水・誤接続防止対策の推進
■取組方針

　現状の取組を継続的に進めるとともに、各種データを活用しながらよ
りきめ細かい誤接続防止対策を図ります。

■取組内容
・ストックマネジメント計画に基づく管路施設の点検・調査を活用し、浸
入箇所の改善を行います。

・令和2年度に国土交通省から発出された「雨水浸入対策ガイドライン
（案）」を参考にして、対策の検討を行います。

・引き続き排水設備等の確認申請の審査を通じて誤接続防止を図るととも
に、現地検査の充実化や市民等への効果的な啓発について検討します。

③　閉塞予防の充実化
■取組方針

　処理費用の抑制や土砂流入の防止を図るため、費用対効果とのバラン
スを考えながら対策を進めます。

■取組内容
・閉塞予防調査を充実化するように検討します。
・ストックマネジメント計画に基づく管路施設の点検・調査を活用し、適
切な清掃を行います。

・下水道の正しい使い方のほか、オイルトラップ等の適正な維持管理につ
いて啓発活動を強化します。

④　水質規制の強化
■取組方針

　特定事業場の実態を正確に把握し、水質事故の事前防止と事故発生時
の速やかな対応を図ります。

■取組内容
・事業場の実態把握のため、保健衛生部局や消防部局への届出の確認、環
境部局との情報共有を進めます。
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第４章　　具体的な取組

⑤　指定工事店等への指導強化
■取組方針

　宅内の排水設備を含め、マニュアルの整備や様々な機会を活用して指
定工事店等に対する市の指導を強化します。

■取組内容
・排水設備等の設置や接続ます設置工事の施工不良、書類提出・修正遅延
等に対する指導を強化します。

⑥　新技術の導入推進
■取組方針

　国が推奨する「下水道革新的技術（B-DASHプロジェクト）」やICTの
活用を図る「i-Gesuido」、ドローンといった新技術を利用した的確かつ
効率的な施設の維持管理を図ります。

■取組内容
・管路施設の老朽状況を把握する点検調査において、B-DASHプロジェクト
に位置付けられる「スクリーニングス調査技術（管口カメラ点検等）」
を継続的に行います。

・ICTを活用した雨水管内の水位情報をリアルタイムで提供できるシステム
を構築します。

・豊川市防災ドローン航空隊に参加し、操作技術を習得するとともに、管
渠等の点検調査への活用を検討します。

上下水道工事協同組合勉強会への参加 排水設備検査の様子

管口カメラ点検の様子 ドローン飛行訓練の様子
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第４章　　具体的な取組

基本方針2　持続的な経営を行います

施策１　投資の合理化・経費の削減

　施設の計画的な整備や適切な維持管理を行う一方で、投資額や投資以外の経費
については財源とのバランスを考慮して最適な状態にすることが求められます。
使用料の減収や施設の老朽化が見込まれる中で、限りある財源により効果的な投
資を図るため、次の取組を進めていきます。

①　施設の統廃合の推進
■取組方針

　整備状況や地域の住所状況を勘案し、不要な施設の廃止を進めるとと
もに、農業集落排水事業の公共下水道への接続統合について検討を進め
ていきます。

■取組内容
１　マンホールポンプの廃止
・マンホールポンプを設置する地区について、自然流下で対応できるか検
討したうえで、可能な場合は廃止していきます。

２　農業集落排水事業の公共下水道への接続統合
・当面、正岡農業集落排水施設を対象に、地元住民や関係機関との調整を
図りながら、計画の変更、財産の処分方法等の各種課題について検討
を進めていきます。

②　投資の平準化・適正化
■取組方針

　管路の拡張整備や改築・更新工事だけでなく、固定資産の購入や維持
管理にかかる投資額も含め、単年度における負担の増大を回避するた
め、予防保全の考え方も取り入れて計画的に行い、投資の平準化を図り
ます。

■取組内容
１　建設改良費の上限の設定
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第４章　　具体的な取組

・近年、建設改良費は15～20億円で推移していますが、雨水にかかる特
別な投資や豊川流域下水道建設費負担金、接続ます工事、事業計画等
の策定費を除き、当面20億円以内に抑制します。

２　布設基準の設定や計画の見直し
・布設基準の設定（Ｐ．75）や計画の見直し（Ｐ．76）により、投資計
画の規模の適正化を図ります。

３　設備等にかかる更新時期の設定方法の見直し
・マンホールポンプ等の設備について、一律に時期を設定した更新でな
く、運転時間や回数等を考慮した市独自の目標耐用年数を設定しま
す。

４　固定資産の購入の平準化
・車両や情報機器等にかかる固定資産の購入が一時に集中しないように、
計画的に購入します。

③　コストの縮減
■取組方針

　整備や維持管理にかかるコストについて最新の動向を調査・研究し、
公費負担の適正性も含めてコストの縮減を図ります。

■取組内容
１　整備・改築等コストの縮減
・下水道クイックプロジェクト等を採用します。
・機器の更新時に、電力消費量等より性能が優れたものを採用します。
２　維持管理コストの縮減
・電力使用量や料金の状況を分析し、より最適な料金プランを適用しま
す。

３　接続ます設置工事の公費負担の見直し
・接続ますの設置工事について、大規模な拡張整備が終了することを見据
えながら、より適切な公費負担のあり方について検討します。

４　改善の推進
・全庁的な改善運動「Ｔ－１グランプリ」等を通じて、改善を推進しま
す。
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第４章　　具体的な取組

④　民間活用の推進
■取組方針

　技術的な専門性を要する分野について先進的な事例を研究するととも
に、現在の委託内容の拡充を含め積極的な民間活用を図ります。

■取組内容
１　管路包括委託の検討
・管路の維持管理全般について包括的に民間委託する取組について、先進
自治体の状況を研究し、近隣の動向を踏まえて検討を進めます。

２　包括委託の拡充
・水道料金等業務包括委託の更改の時期（次回令和7年度）に合わせ業務
内容を拡充できるように検討を進めます。

⑤　広域化・共同化の推進
■取組方針

　現在進めている広域化・共同化計画の策定に合わせ、他自治体と連携
できる業務について検討を進めます。

■取組内容
１　農業集落排水事業の公共下水道への接続統合
・P.82「①　施設の統廃合の推進」の項を参照
２　その他業務の共同化
・指定工事店にかかる事務のほか、維持管理業務や管理事務等の各種業務
において他自治体と連携ができるか検討します。

⑥　流域下水道負担金の適正化
■取組方針

　愛知県が管轄する流域下水道について、維持管理状況等を十分に確認
し、負担金の適正化を図ります。

■取組内容
・改築・更新の状況や、排出量の分析、決算の状況等を確認し、維持管理
費負担金の抑制を図ります。

・計画の変更とともに、建設費負担割合の見直しを進めます。
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第４章　　具体的な取組

施策２　財源の確保

　投資の合理化に合わせ、受益者負担や独立採算制の原則のもと、投資額に見合
う財源の確保が求められます。将来的な動向を見据え、収支ギャップの解消や適
切な資金の確保を行い、健全な財政運営を図るため、次の取組を進めていきま
す。

①　使用料の見直し
■取組方針

　収支計画を更新し、短期・中期的な見通しをたてたうえで、より適正
な使用料の設定について抜本的な検討を進めます。

■取組内容
１　下水道使用料
・赤字への転落を回避するため、次期の改定見直し（対象期間：令和6～
９年度を予定）までに他市の動向や現状を分析し、改定に向けた検討
を進めます。

・節水型のライフスタイルに適した料金体系や、市街化区域・市街化調整
区域の区分化について合わせて検討を進めます。

・資産維持費の算入について検討します。
２　農業集落排水施設使用料
・今後の繰入金の動向や施設の状況を見据え、処理区域間で異なる使用料
の均一化を含めた抜本的な改定に向けて検討を進めます。

②　収納対策の推進
■取組方針

　民間のノウハウを活用するとともに、費用対効果を考慮しながら新た
な取組や欠損時の対策を含めた各種取組を進めます。

■取組内容
・現在の水道料金等業務包括委託による徴収を継続し、随時状況を確認し
ます。

・滞納処分や民事調停等より強制力のある滞納整理方法について検討します。
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第４章　　具体的な取組

・受益者の公平性を確保するために、不能欠損時の対策を検討します。
・賦課漏れ対策を徹底します。

③　繰入基準や事務負担の見直し
■取組方針

　下水道事業経営の継続性を考慮しながら、国の基準や現状に照らし、
より適正な繰入基準や事務負担へ見直します。

■取組内容
・中期的な収支計画や経営改善状況を踏まえつつ、令和5年度までに現在の
一般会計繰出基準を見直します。

・雨水の公費負担のあり方等の事務負担の適正性について、随時検討・調
整します。

④　企業債残高や利息の抑制
■取組方針

　企業債の借入れを一定の基準により行うとともに、利率の状況を勘案
して利息の抑制を図ります。

■取組内容
・雨水にかかる特別な投資や豊川流域下水道建設費負担金、接続ます工事
を除き、原則返済額を超えないように借入額を抑制します。

・借入先の状況や利率の動向を勘案し、より低利率な借入を図ります。
・資金状況や補償金免除の状況を勘案し、利率の高い借入れの繰上返済に
ついて検討します。

⑤　自主財源の確保
■取組方針

　使用料収入のほか、資産を活用した収入の確保に努め、自主財源の確
保を図ります。

■取組内容
・マンホールを利用した広告等、あらゆる資産を活用して収入の確保を図
ります。
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第４章　　具体的な取組

・事務手数料等の適正な徴収を検討します。
・資金の留保状況を勘案し、資金活用を図ります。
・下水の水温と外気温との温度差から発生するエネルギー（下水熱エネル
ギー）を利用した収入の確保を検討します。

⑥　特定財源の確保
■取組方針

　特定の使途のため使用される国庫補助金や負担金等の特定財源につい
て、それぞれの状況に合わせた確保対策を行います。

■取組内容
１　国庫補助金
・国への要望活動を通じて国庫補助金の確保に努めます。
・国庫補助金の弾力的な適用により、効果的な財源充当を図ります。

２　受益者負担金・分担金
・猶予制度の適切な適用に努めます。
・整備状況に合わせ、前納報奨金制度を見直します。

３　その他
・工事負担金制度の導入について検討します。

⑦　内部留保資金の確保
■取組方針

　中期的な収支計画の見通しを踏まえ、投資計画との整合を図りながら
着実に内部留保資金を確保できる取組を行います。

■取組内容
・収支計画を更新し、短期・中期的にキャッシュフローや補填財源の動向
を把握します。

・資金の状況を踏まえ、利益剰余金の積立を行います。
・修繕引当金の確保を図ります。
・当年度利益剰余金処分額による補填財源の削減を図ります。

87



第４章　　具体的な取組

⑧　資金管理の徹底
■取組方針

　資金ショートの防止を図るため計画的な資金管理を徹底して行いま
す。

■取組内容
・資金計画を定め、計画的な資金管理を図ります。
・大規模な減収等による資金ショートが発生する場合の対応についてあら
かじめ定めます。

・キャッシュフロー計算書の計算方法について、損益計算と比較検討が可
能な直説法への切替えを検討します。
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基本方針3　質の高いサービスを提供します

施策１　サービスの向上

　下水道事業の経営にあたっては、整備や維持管理といったハード面だけでな
く、ソフト面における質の向上が求められます。政府の第5期科学技術基本計画
で提唱される「Society5.0」や、新型コロナウイルス感染症の蔓延防止のため
求められる「新しい生活様式」の実現に寄与できる新たな手法や技術によるサー
ビスの向上を図るため、次の取組を進めていきます。

①　窓口サービスの充実化
■取組方針

　現在の包括民間委託を通じて、水道事業とともに多様な窓口業務につ
いて集約化を図ります。

■取組内容
・令和3年度から排水設備業務を民間委託し、給排水業務の窓口を一本化します。
・下水道管路の埋設確認業務を民間委託し、窓口の充実化を図ります。
・さらに集約できる業務について検討を進めます。

②　多様な決済方法の検討
■取組方針

　使用料等の徴収について、キャッシュレスに対応した多様な決済方法
を検討します。

■取組内容
・新たな電子決済方法の導入について検討します。

③　情報技術の活用
■取組方針

　インターネットや地図情報システム等の情報技術を活用した取組を進
めます。
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■取組内容
・情報技術を活用した行政手続や予防保全型の施設管理、情報提供等につ
いて研究・検討します。

・地図情報におけるメニューの充実化を図ります。

④　補助制度の充実化
■取組方針

　社会情勢や先進地の状況を踏まえながら、現行制度の拡充とともに、
新たな補助制度を検討します。

■取組内容
・融資制度や雨水貯留浸透施設設置支援事業等について、より充実した制
度となるように検討します。

・ニーズや負担とのバランスを考慮しながら、新たな補助制度を検討しま
す。

施策２　組織強化・人材育成の推進

　質の高いサービスの提供のためには、土台となる組織や職員の質の向上が求め
られます。より時代に適した組織の編成や適正な運営、職員の育成を図るため、
次の取組を進めていきます。

①　組織・人員の適正化
■取組方針

　時代の要請や事業の進捗等を見据えながら、最適な組織・職員体制を
検討します。

■取組内容
１　組織の適正化
・水道事業とともに、上下水道事業の組織統合の検討を進めます。
・地方公営企業法の全部適用について検討します。
・整備拡張事業の進展や、維持管理の状況を踏まえ、下水整備課の組織に
ついて見直します。
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２　人員の適正化
・新たな定員適正化計画のもと、事業の進展や、民間委託の状況等を踏ま
え、随時職員数を見直します。

②　人材育成・技術継承
■取組方針

　事業に必要な基礎的、専門的知識・技術を習得できるように、研修へ
の参加を促進するとともに、必要な人材の確保に努めます。

■取組内容
・下水道に関する研修について毎年度研修計画を整理し、研修への計画的
な参加を図ります。

・一定数の技術職員の確保に努め、技術の継承を確実に行います。
・企業会計の専門的な人材の育成とともに、人材の登用、水道事業との連
携や外部機関の活用により経理事務の確実性を高めます。

③　マネジメントの強化
■取組方針

　自立した経営を行うために、特に企画や財政部門を充実化して組織的
なマネジメントの強化を図ります。

■取組内容
・重要なプランや取組にかかる内部的な調整会議を設置します。
・最適な予算策定の手法について継続的に見直します。
・重要課題に対し組織横断的なプロジェクトチームの設置を推進します。

④　内部統制の推進
■取組方針

　現在導入を進めている内部統制制度により、リスクに対応できる適正
な経理事務等を進めます。

■取組内容
・豊川市内部統制導入方針等に基づき、経理事務等にかかるリスクの管理
方法を設定し、適正な対応を検討します。
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施策３　情報発信の充実化

　下水道事業の信頼性を高めるには、市民の皆様の理解が必要であり、そのため
に積極的な情報発信が求められます。時代に適した多様な情報発信を図るため、
次の取組を進めていきます。

①　多様な媒体による発信
■取組方針

　従来の手法とともに、時代に適したより効果的な広報媒体の使用につ
いて検討します。

■取組内容
・ＳＮＳを利用した情報発信を進めます。
・マンホール等特徴のある媒体を利用した情報発信を進めます。

②　発信機会の充実化
■取組方針

　集客力の高いイベントでの出展や他機関と連携した取組を進めます。

■取組内容
・おいでん祭への出展や小学生向けの出前講座の開催を継続するととも
に、県との連携や内容の見直しにより充実化を図ります。

・県や豊川流域下水道推進協議会と連携した広域的な情報発信を行いま
す。

・事業の周年期を活用した情報発信を行います。

下水道出前講座の様子
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第４章　　具体的な取組

③　住民説明等の充実化
■取組方針

　説明会や窓口等でより分かりやすい情報発信を行います。

■取組内容
・説明会の手法や資料を見直し、より分かりやすい説明会の開催を図りま
す。

・更新時にパンフレットの内容を見直し、充実化を図ります。
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第５章　　目標管理及び推進方法

第５章　目標管理及び推進方法

１　目標指標

　本経営戦略における目標として、基本方針ごとに、総務省の経営比較分析表等
をもとに次のとおり目標値を設定し、進捗を確かめていきます。

基本方針１　良好な環境を整えます

基本方針２　持続的な経営を行います

基本方針３　質の高いサービスを提供します

指標 前期
R7末R1末 後期

R12末

単
位
指標の
優位性

実績値 目標値
計算式

処理区域内人口／
行政区域内人口
水洗化人口／
処理区域内人口
重要な施設等がある下水道整備
区域のうち、50mm/h の降雨に
対応する下水道整備が完了した
面積
耐震化済管渠延長／
耐震化対象管渠延長
管渠を改築・修繕した累積延長
（H28 ～）

普及率【公共】
水洗化率【公共】

都市浸水対策達成率

耐震化率
管渠改善延長

％
％

％

％
km

↑
↑

↑

↑
↑

83.6
92.4

77.8

38.0
4.4

89.3
93.0

80.4

45.0
11.3

92.4
93.5

81.6

50.0
18.3

指標 前期
R7末R1末 後期

R12末

単
位
指標の
優位性

実績値 目標値
計算式等

事業に関する専門的な研修へ
参加した人数
広報及びＳＮＳにて下水道関
係の記事を配信した回数

外部研修参加数
広報等実施回数

回
回

↑
↑

70
50

70
55

70
55

指標 前期
R7末R1末 後期

R12末

単
位
指標の
優位性

実績値 目標値
計算式

経常収益／経常費用×100

当年度未処理欠損金／（営業
収益－受託工事収益）×100

流動資産／流動負債

企業債現在高／関係営業収益
×100
下水道使用料／汚水処理費×
100
農業集落排水施設使用料／汚
水処理費×100

経常収支比率【公共】
累積欠損金比率
流動比率
企業債残高対事業規模比率
経費回収率【公共】
経費回収率【農集】

％
％
％
％
％
％

↑
↓
↑
↓
↑
↑

106.9
0.0
49.4
815.2
89.6
73.5

103.0
0.0
60.0
700.0
100.0
75.0

100.0
0.0
80.0
650.0
100.0
75.0
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第５章　　目標管理及び推進方法

２　収支ギャップの解消

　本経営戦略では、目標の一つに「投資と財源の均衡」を掲げています。しか
し、現在の公共下水道事業の収支計画では、令和6年度以降、農業集落排水事
業においては令和11年度以降赤字となり、いずれもその額が増加する見通しで
す。この「収支ギャップ」の解消を図るため、特に目標指標にある「経費回収
率」の向上を重点目標に据え、各種具体的な取組を進めていきます。

【図7　収支ギャップ解消イメージ】
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第５章　　目標管理及び推進方法

３　進捗管理と評価方法

①　進捗管理
　本経営戦略は、「目標（Plan）」⇒「取組（Do）」⇒「評価（Check）」
⇒「改善（Action）」という、いわゆる「PDCAサイクル」により、効率
的・効果的に進めていきます。

【図8　進捗管理イメージ図】

②　評価・改善方法
　本経営戦略をPDCAサイクルにより進めるには、評価及び改善が重要なポイ
ントとなりますので、次のとおり行うこととします。
１　評価
　本経営戦略に掲げられた目標や取組については、毎年、その状況を把
握し、達成度に関する原因の分析や課題・問題点の抽出を行います。ま
た、必要に応じて経営の専門家に分析を依頼します。

２　改善
　評価に基づき、取組等に関する対応の検討や改善策の立案を行い、投
資・財政計画を見直します。
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第５章　　目標管理及び推進方法

４　達成状況の公表

　本経営戦略の達成状況については、目標指標等により経営状況を定量的に示
し、年１回市ホームページで公表します。
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延長（ｍ）
事業費
延長（ｍ）
事業費

うち雨水特別事業費
延長（ｍ）
事業費

汚水

雨水

小計

公共管路（地震対策含む）
公共ポンプ場
農集管路 
農集処理場
小計

溢水対策
接続ます
計画策定

流域建設費負担金
計

区　分

築
造
工
事

改
築
・
更
新

R 4 R 5 R 6 R 7
12,267

1,205,915
540

535,659
240,300
12,807

1,741,574
173,800
2,000
47,000
10,880
233,680
2,000

138,600
6,000
75,624

2,197,478

12,961
1,369,532

868
382,035
90,000
13,829

1,751,567
154,100
2,000
67,200
8,692

231,992
2,000

138,600
49,357
49,740

2,223,256

15,227
1,665,825

400
163,056

15,627
1,828,881
146,500
2,000
67,010
10,580
226,090
2,000

138,600
3,520
145,113

2,344,204

15,334
1,657,326

240
85,450

15,574
1,742,776
162,800
2,000
67,510
8,020

240,330
2,000

138,600
0

83,490
2,207,196

R 8
延長（ｍ）
事業費
延長（ｍ）
事業費

うち雨水特別事業費
延長（ｍ）
事業費

汚水

雨水

小計

公共管路（地震対策含む）
公共ポンプ場
農集管路 
農集処理場
小計

溢水対策
接続ます
計画策定

流域建設費負担金
計

区　分

築
造
工
事

改
築
・
更
新

R 10 R 11 R 12 計（R3～12）
17,349

1,627,364
0

24,480

17,349
1,651,844
183,600
14,000
65,660
8,612

271,872
2,000

138,600
0

83,490
2,147,806

R 9
8,675

915,827
449

167,803

9,124
1,083,630
173,500
2,000
64,000
796

240,296
2,000

138,600
0

83,490
1,548,016

8,405
914,217

449
149,532

8,854
1,063,749
180,800
2,000
64,076
3,266

250,142
2,000

138,600
0

83,490
1,537,981

8,300
895,465

449
149,532

8,749
1,044,997
178,200
2,000
62,962
330

243,492
2,000

138,600
6,000
83,490

1,518,579

8,112
866,353

449
149,532

8,561
1,015,885
175,500
2,000
62,748
2,236

242,484
2,000

138,600
6,000
83,490

1,488,459

116,651
12,239,477

4,208
2,278,682
502,600
120,859

14,518,159
1,721,810
36,600
624,528
60,238

2,443,176
20,000

1,386,000
76,553
866,165

19,310,053

現況
R 1

汚水布設延長（km）
雨水布設延長（km）
マンホールポンプ（か所）
ポンプ場（か所）
布設延長（km）
マンホールポンプ（か所）
処理場（か所）

公共

農集

施設区分 中間年度
R 7

最終年度
R 12

906
92
68
1
31
27
4

982
95
82
1
31
27
4

1,033
96
85
1
31
27
4

【投資計画実施後の姿】

（単位：R1決算は円、その他は千円　職員給与費、固定資産購入費、事務費を除く）

R1決算
13,279

1,314,170,178
281

159,830,582
32,460,566

13,560
1,474,000,760
220,193,660

0
4,070,000
18,009,300
242,272,960
1,210,000

134,326,764
0

63,913,062
1,915,723,546

R2予算
10,930

1,304,944
160

209,428
16,413
11,090

1,514,372
201,547
2,827
7,095
14,019
225,488
1,848

142,164
0

101,178
1,985,050

R 3
10,021

1,121,653
364

471,603
172,300
10,385

1,593,256
193,010
6,600
56,362
6,826

262,798
2,000

138,600
5,676
94,748

2,097,078

参考資料

参考資料

１　投資計画

【全　　　体】・令和3～12年度で約193億円を投資します。
【築 造 工 事】・第10次拡張整備事業を中心に、事業計画に位置付けている地

区において約145億円を投資し、約120kmの管路等を整備し
ます。

・市街化区域においては、汚水管の整備に合わせて雨水管の整
備を進めます。

・令和5年度までに麻生田調整池（仮称）を整備します。
【改築・更新】・汚水（農集含む）・雨水施設の改築・更新に約24億4千万円を

投資します。
・ストックマネジメント計画に基づき第1・2・3期地区の管路の
改築・更新を進めます。

・総合地震対策計画に基づき、令和3年度まで重要な幹線管路の
耐震化を進め、中期的な計画を策定します。

・ポンプ場や樋門といった雨水施設では、機器等の状況をみて
更新を進めていきます。

・農業集落排水事業では、最適化整備構想をもとに計画的な機
器等の更新を進めます。また、一宮西部処理区の管渠の改築
を進めます。

【そ　の　他】・溢水対策として、マンホールポンプによる圧送箇所で自然流下
とできる箇所を調査し、バイパス管の接続を進めます。

・令和3～6年度にかけて汚水適正処理構想、基本計画、事業計
画の見直しを行います。また令和11年度からも同様に行いま
す。

・流域建設費負担金は、令和7年度までは愛知県の経営戦略上の
計画値です。以降は令和7年度と同値としています。
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延長（ｍ）
事業費
延長（ｍ）
事業費

うち雨水特別事業費
延長（ｍ）
事業費

汚水

雨水

小計

公共管路（地震対策含む）
公共ポンプ場
農集管路 
農集処理場
小計

溢水対策
接続ます
計画策定

流域建設費負担金
計

区　分

築
造
工
事

改
築
・
更
新

R 4 R 5 R 6 R 7
12,267

1,205,915
540

535,659
240,300
12,807

1,741,574
173,800
2,000
47,000
10,880
233,680
2,000

138,600
6,000
75,624

2,197,478

12,961
1,369,532

868
382,035
90,000
13,829

1,751,567
154,100
2,000
67,200
8,692

231,992
2,000

138,600
49,357
49,740

2,223,256

15,227
1,665,825

400
163,056

15,627
1,828,881
146,500
2,000
67,010
10,580
226,090
2,000

138,600
3,520
145,113

2,344,204

15,334
1,657,326

240
85,450

15,574
1,742,776
162,800
2,000
67,510
8,020

240,330
2,000

138,600
0

83,490
2,207,196

R 8
延長（ｍ）
事業費
延長（ｍ）
事業費

うち雨水特別事業費
延長（ｍ）
事業費

汚水

雨水

小計

公共管路（地震対策含む）
公共ポンプ場
農集管路 
農集処理場
小計

溢水対策
接続ます
計画策定

流域建設費負担金
計

区　分

築
造
工
事

改
築
・
更
新

R 10 R 11 R 12 計（R3～12）
17,349

1,627,364
0

24,480

17,349
1,651,844
183,600
14,000
65,660
8,612

271,872
2,000

138,600
0

83,490
2,147,806

R 9
8,675

915,827
449

167,803

9,124
1,083,630
173,500
2,000
64,000
796

240,296
2,000

138,600
0

83,490
1,548,016

8,405
914,217

449
149,532

8,854
1,063,749
180,800
2,000
64,076
3,266

250,142
2,000

138,600
0

83,490
1,537,981

8,300
895,465

449
149,532

8,749
1,044,997
178,200
2,000
62,962
330

243,492
2,000

138,600
6,000
83,490

1,518,579

8,112
866,353

449
149,532

8,561
1,015,885
175,500
2,000
62,748
2,236

242,484
2,000

138,600
6,000
83,490

1,488,459

116,651
12,239,477

4,208
2,278,682
502,600
120,859

14,518,159
1,721,810
36,600
624,528
60,238

2,443,176
20,000

1,386,000
76,553
866,165

19,310,053

現況
R 1

汚水布設延長（km）
雨水布設延長（km）
マンホールポンプ（か所）
ポンプ場（か所）
布設延長（km）
マンホールポンプ（か所）
処理場（か所）

公共

農集

施設区分 中間年度
R 7

最終年度
R 12

906
92
68
1
31
27
4

982
95
82
1
31
27
4

1,033
96
85
1
31
27
4

【投資計画実施後の姿】

（単位：R1決算は円、その他は千円　職員給与費、固定資産購入費、事務費を除く）

R1決算
13,279

1,314,170,178
281

159,830,582
32,460,566

13,560
1,474,000,760
220,193,660

0
4,070,000
18,009,300
242,272,960
1,210,000

134,326,764
0

63,913,062
1,915,723,546

R2予算
10,930

1,304,944
160

209,428
16,413
11,090

1,514,372
201,547
2,827
7,095
14,019
225,488
1,848

142,164
0

101,178
1,985,050

R 3
10,021

1,121,653
364

471,603
172,300
10,385

1,593,256
193,010
6,600
56,362
6,826

262,798
2,000

138,600
5,676
94,748

2,097,078

参考資料
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【投資計画図】
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参考資料

２　事業別収支計画

■公共下水道事業（収益的収支）
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参考資料
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参考資料

■農業集落排水事業（収益的収支）
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参考資料
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参考資料

■公共下水道事業（資本的収支）
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参考資料
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参考資料

■農業集落排水事業（資本的収支）
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参考資料
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営業収入

営業外収入

特別利益
営業費用

営業外費用
企業債、国庫補助金
工事負担金
他会計補助金・出資金

建設改良費

企業債償還金

料金収入

その他

補助金

長期前受金
戻入額

職員給与費
動力費
修繕費
材料費
減価償却費
その他

支払利息

職員給与費
その他

収
益
的
収
入

収
益
的
支
出

資
本
的
収
入

資
本
的
支
出

区　分 算定方法
■下水道使用料
　各使用者群ごとに直近の排水状況や接続状況を勘案して有収
水量を算定
■農業集落排水施設使用料
　直近の動向を勘案して世帯数や水洗化人口を算定
■他会計負担金
　豊川市一般会計繰出基準に基づき算定
■他会計補助金
　豊川市一般会計繰出基準に基づき算定
減価償却費に応じ、国庫補助金等の財源の償却額を算定

県流域下水道維持管理費負担金返還額を計上
現状の人員をベースに、事業の状況を反映して人員数を増減
直近の動向を踏まえ、施設数の増加を考慮して算定
一定額を計上

建設改良費の動向を反映して算定
■委託料
　業務の追加や業務量を見込んで算定
■豊川流域下水道維持管理費負担金
　有収水量に一定率の不明水量を加算して排水量を算定
企業債の借入状況から算定
投資計画から各財源を算定

豊川市一般会計繰出基準に基づき算定

現状の人員をベースに、事業の状況を反映して人員数を増減
投資計画等をもとに算定
企業債の借入状況から算定

参考資料

■収支計画の考え方

収支計画の主な経費にかかる算定方法は次のとおりです。
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営業収入

営業外収入

特別利益
営業費用

営業外費用
企業債、国庫補助金
工事負担金
他会計補助金・出資金

建設改良費

企業債償還金

料金収入

その他

補助金

長期前受金
戻入額

職員給与費
動力費
修繕費
材料費
減価償却費
その他

支払利息

職員給与費
その他

収
益
的
収
入

収
益
的
支
出

資
本
的
収
入

資
本
的
支
出

区　分 算定方法
■下水道使用料
　各使用者群ごとに直近の排水状況や接続状況を勘案して有収
水量を算定
■農業集落排水施設使用料
　直近の動向を勘案して世帯数や水洗化人口を算定
■他会計負担金
　豊川市一般会計繰出基準に基づき算定
■他会計補助金
　豊川市一般会計繰出基準に基づき算定
減価償却費に応じ、国庫補助金等の財源の償却額を算定

県流域下水道維持管理費負担金返還額を計上
現状の人員をベースに、事業の状況を反映して人員数を増減
直近の動向を踏まえ、施設数の増加を考慮して算定
一定額を計上

建設改良費の動向を反映して算定
■委託料
　業務の追加や業務量を見込んで算定
■豊川流域下水道維持管理費負担金
　有収水量に一定率の不明水量を加算して排水量を算定
企業債の借入状況から算定
投資計画から各財源を算定

豊川市一般会計繰出基準に基づき算定

現状の人員をベースに、事業の状況を反映して人員数を増減
投資計画等をもとに算定
企業債の借入状況から算定

参考資料

■公共下水道事業の処理区域内人口の見通し
　令和3年度以降の10年間では、人口の減少が見込まれるものの、第10次拡張
整備事業の進捗に合わせ増加し、令和12年度には167,887人、普及率は92.4％
となると見込みます。

【グラフ60　処理区域内人口と普及率の見通し】

■公共下水道事業の有収水量及び排出量の見通し
　令和3年度以降の10年間では、節水機器の普及や節水意識の高まりにより、
20㎥を超える使用水量が減少する一方で、これまでの拡張整備に加え、第10次
拡張整備事業により20㎥以下の使用水量が堅調に増加し、全体では令和11年度
に有収水量が約1,637万㎥、排出量が約1,820㎥となる見込みです。なお、令和
12年度以降は、整備規模の縮小や人口の減少により、使用水量が減少していく
と見込みます。

【グラフ61　有収水量及び排出量の見通し（千㎥）】
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用　語 解　説
ICTを活用して下水道事業の質・効率性の向上や情報の見える化を
行い、下水道事業の「持続」と「進化」の実現するために国土交通
省が推進する取組み
浸透管 ( 有孔管、ポーラス管等 ) とその周囲の充填材 ( 砕石等 ) か
ら構成される構造物及びこれと同等のもので、雨水を導き、その側
面や底面から雨水を地中に浸透させる施設
降った雨水を敷地の地下に浸透させるもの
個人が雨水貯留タンク及び雨水浸透ますの設置、浄化槽を雨水タン
クに転用する工事費用の一部を支援する事業
家屋の屋根に降った雨水を貯めるもの
ソーシャルネットワーキングサービス（Social Networking 
Service）の略で、登録された利用者同士が交流できる Web サイ
トの会員制サービス
油水分離槽とも呼ばれる施設で、飲食店等の厨房から出る排水系統
に設置され、浮上油を分離して排水管への流出を防止し、分離して
冷却し固化した油分を捕集するもの
当該年度に更新した管渠延長の割合を表した指標
会社にキャッシュ（現金等）が入ってくることを「キャッシュ・イン」、
キャッシュが出ていくことを「キャッシュ・アウト」といい、「キャッ
シュ・フロー」とは、キャッシュ・インからキャッシュ・アウトを
差し引いた収支のこと
各公営企業において、他自治体との比較を行えるように、統一的な
様式で経営分析指標をとりまとめたもの
新技術の研究開発及び実用化を加速させ、低炭素・循環型社会の構
築やライフサイクルコスト縮減、浸水対策、老朽化対策等を実現す
るために国土交通省が支援する取組み
早急かつ効率的な下水道の未整備地域解消及び改築対策を行うため
の新たな整備手法のこと
被災した場合において、社会活動に重大な影響を及ぼす重要な下水
道施設の耐震化を図る「防災」、被災を想定して被害の最小化を図
る「減災」を組み合わせた総合的な地震対策
下水道を利用できる区域である供用開始区域内の人口を行政区域内
人口で除した値のことで、どのくらいの人が下水道を使えるように
なったかを示す割合
総務省が実施する統計調査の一つ。予算の執行を通じて当該団体が
どのような運営を行ったかを見るための基礎となるもの。別名「決
算統計」

i-Gesuido

雨水浸透トレンチ

雨水浸透ます
雨水貯留浸透施設設置
支援事業
雨水貯留タンク
ＳＮＳ

オイルトラップ

管渠の改善率
キャッシュフロー

経営比較分析表

下水道革新的技術
（B-DASHプロジェク
ト）
下水道クイックプロ
ジェクト
下水道総合地震対策事
業

下水道普及率

決算状況調査

用　語 解　説
固定資産の原価を費用として、その利用各年度に合理的かつ計画的
に負担させる会計上の処理または手続きを減価償却といい、この処
理または手続きによって、特定の年度の費用とされた固定資産の減
価額
流域下水道を構成する各地方自治体が愛知県へと支払った維持管理
負担金のうち、愛知県が繰越金として処分した金額の一部を各地方
自治体へ返還する返還金
宅内から排出される全ての汚水が合流する最終ますのことで、 これ
より宅内側の排水管は個人管理、公共ますを含み公道側の排水管は
市管理
利用者の申し込みにより、道路に新たに埋設または入れ替える下水
管にかかる工事費の一部を利用者が負担する制度
大規模自然災害による甚大な被害を避けるため、とにかく人命を守
り、また経済社会への被害が致命的にならず、迅速に回復する「強さ」
と「しなやかさ」を備えたシステムを平時から構築する継続的な取
組
利用料金の徴収を行う公共施設について、施設の所有権を公共主体
が有したまま、施設の運営権を民間事業者に設定する方式
将来の更新需要が新設当時と比較し、施工環境の悪化、高機能化（耐
震化等）等により増大することが見込まれる場合、使用者負担の公
平性等を確保する観点から、資本を維持し、サービスを継続してい
くために必要な費用として、中長期の改築（更新）計画に基づいて
算定するもの
「Sustainable Development Goals」の略称であり、2030年ま
でに持続可能でよりよい世界を目指す国際目標のこと。17のゴー
ル・169のターゲットから構成
排水設備等の工事を施工するために必要な知識・技術をもった排水
設備工事責任技術者が所属し、市が指定した業者
交通の安全の確保とその円滑化、経済基盤の強化、生活環境の保全、
都市環境の改善及び国土の保全と開発並びに住生活の安定の確保及
び向上を図ることを目的に地方公共団体等が行う取組に対して国か
ら支援される交付金
所有する設備等について、毎事業年度行われる通常の修繕が何らか
の理由で行われなかった場合、その修繕に備えて引き当てていくも
の
受益者負担金：都市計画法の規定に基づき、事業の実施により著し
い利益を受けるものに対してその受ける利益の限度において事業市
の一部を負担させる制度
分担金：特定環境保全公共下水道事業・農業集落排水事業について、
地方自治法の規定に基づき、下水道整備により著しい利益を受ける
ものに対してその受ける利益の限度において事務費の一部を負担さ
せる制度

減価償却費

県流域下水道維持管理
費負担金返還金

公共汚水ます（接続ま
す）

工事負担金制度

国土強靱化

コンセッション方式

資産維持費

持続可能な開発目標
（ＳＤＧｓ）

指定工事店

社会資本整備総合交付
金

修繕引当金

受益者負担金・分担金

参考資料

３　用語解説（あいうえお順）
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用　語 解　説
ICTを活用して下水道事業の質・効率性の向上や情報の見える化を
行い、下水道事業の「持続」と「進化」の実現するために国土交通
省が推進する取組み
浸透管 ( 有孔管、ポーラス管等 ) とその周囲の充填材 ( 砕石等 ) か
ら構成される構造物及びこれと同等のもので、雨水を導き、その側
面や底面から雨水を地中に浸透させる施設
降った雨水を敷地の地下に浸透させるもの
個人が雨水貯留タンク及び雨水浸透ますの設置、浄化槽を雨水タン
クに転用する工事費用の一部を支援する事業
家屋の屋根に降った雨水を貯めるもの
ソーシャルネットワーキングサービス（Social Networking 
Service）の略で、登録された利用者同士が交流できる Web サイ
トの会員制サービス
油水分離槽とも呼ばれる施設で、飲食店等の厨房から出る排水系統
に設置され、浮上油を分離して排水管への流出を防止し、分離して
冷却し固化した油分を捕集するもの
当該年度に更新した管渠延長の割合を表した指標
会社にキャッシュ（現金等）が入ってくることを「キャッシュ・イン」、
キャッシュが出ていくことを「キャッシュ・アウト」といい、「キャッ
シュ・フロー」とは、キャッシュ・インからキャッシュ・アウトを
差し引いた収支のこと
各公営企業において、他自治体との比較を行えるように、統一的な
様式で経営分析指標をとりまとめたもの
新技術の研究開発及び実用化を加速させ、低炭素・循環型社会の構
築やライフサイクルコスト縮減、浸水対策、老朽化対策等を実現す
るために国土交通省が支援する取組み
早急かつ効率的な下水道の未整備地域解消及び改築対策を行うため
の新たな整備手法のこと
被災した場合において、社会活動に重大な影響を及ぼす重要な下水
道施設の耐震化を図る「防災」、被災を想定して被害の最小化を図
る「減災」を組み合わせた総合的な地震対策
下水道を利用できる区域である供用開始区域内の人口を行政区域内
人口で除した値のことで、どのくらいの人が下水道を使えるように
なったかを示す割合
総務省が実施する統計調査の一つ。予算の執行を通じて当該団体が
どのような運営を行ったかを見るための基礎となるもの。別名「決
算統計」

i-Gesuido

雨水浸透トレンチ

雨水浸透ます
雨水貯留浸透施設設置
支援事業
雨水貯留タンク
ＳＮＳ

オイルトラップ

管渠の改善率
キャッシュフロー

経営比較分析表

下水道革新的技術
（B-DASHプロジェク
ト）
下水道クイックプロ
ジェクト
下水道総合地震対策事
業

下水道普及率

決算状況調査

用　語 解　説
固定資産の原価を費用として、その利用各年度に合理的かつ計画的
に負担させる会計上の処理または手続きを減価償却といい、この処
理または手続きによって、特定の年度の費用とされた固定資産の減
価額
流域下水道を構成する各地方自治体が愛知県へと支払った維持管理
負担金のうち、愛知県が繰越金として処分した金額の一部を各地方
自治体へ返還する返還金
宅内から排出される全ての汚水が合流する最終ますのことで、 これ
より宅内側の排水管は個人管理、公共ますを含み公道側の排水管は
市管理
利用者の申し込みにより、道路に新たに埋設または入れ替える下水
管にかかる工事費の一部を利用者が負担する制度
大規模自然災害による甚大な被害を避けるため、とにかく人命を守
り、また経済社会への被害が致命的にならず、迅速に回復する「強さ」
と「しなやかさ」を備えたシステムを平時から構築する継続的な取
組
利用料金の徴収を行う公共施設について、施設の所有権を公共主体
が有したまま、施設の運営権を民間事業者に設定する方式
将来の更新需要が新設当時と比較し、施工環境の悪化、高機能化（耐
震化等）等により増大することが見込まれる場合、使用者負担の公
平性等を確保する観点から、資本を維持し、サービスを継続してい
くために必要な費用として、中長期の改築（更新）計画に基づいて
算定するもの
「Sustainable Development Goals」の略称であり、2030年ま
でに持続可能でよりよい世界を目指す国際目標のこと。17のゴー
ル・169のターゲットから構成
排水設備等の工事を施工するために必要な知識・技術をもった排水
設備工事責任技術者が所属し、市が指定した業者
交通の安全の確保とその円滑化、経済基盤の強化、生活環境の保全、
都市環境の改善及び国土の保全と開発並びに住生活の安定の確保及
び向上を図ることを目的に地方公共団体等が行う取組に対して国か
ら支援される交付金
所有する設備等について、毎事業年度行われる通常の修繕が何らか
の理由で行われなかった場合、その修繕に備えて引き当てていくも
の
受益者負担金：都市計画法の規定に基づき、事業の実施により著し
い利益を受けるものに対してその受ける利益の限度において事業市
の一部を負担させる制度
分担金：特定環境保全公共下水道事業・農業集落排水事業について、
地方自治法の規定に基づき、下水道整備により著しい利益を受ける
ものに対してその受ける利益の限度において事務費の一部を負担さ
せる制度

減価償却費

県流域下水道維持管理
費負担金返還金

公共汚水ます（接続ま
す）

工事負担金制度

国土強靱化

コンセッション方式

資産維持費

持続可能な開発目標
（ＳＤＧｓ）

指定工事店

社会資本整備総合交付
金

修繕引当金

受益者負担金・分担金

参考資料
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用　語 解　説
下水道に汚水を排出する前において、下水排除基準を超過しないよ
うに処理を行う設備
特定施設の設置の届出の受理等、公共用水域の水質保全に資するた
めに行う下水道に排除される下水の規制に関する事務に要する経費
について繰り出すための経費
水洗化人口：供用開始区域内における下水道に接続した人口
水洗化率：水洗化人口を供用開始区域内人口で除した値で、下水道
を利用できる区域内において下水道に接続した人の割合
水洗化促進のための啓発費等、水洗便所に係る改造命令等に関する
事務に要する経費の一部について繰り出すための経費
水道料金の徴収業務とともに下水道使用料や受益者負担金なの徴収
業務等の複数の業務を民間事業者に包括的に委託すること
明確な目標を定めたうえで、膨大な施設の状況を客観的に把握、評
価し、長期的な施設の状態を予測しながら、下水道施設を計画的か
つ効率的に管理するもの
下水道未接続世帯の接続向上へ向け効果的かつ実践的な啓発を行う
ための実施方針
内閣府の『第５期科学技術基本計画』にて定義された、サイバー空
間（仮想空間）とフィジカル空間（現実空間）を高度に融合させた
システムにより、経済発展と社会的課題の解決を両立する、人間中
心の社会（Society）のこと
資本的収支の補填財源の一つで、当年度損益勘定留保資金と、過年
度損益勘定留保資金に区分される。当年度損益勘定留保資金は、当
年度収益的収支における現金の支出を必要としない費用、具体的に
は減価償却費、資産減耗費（現金支出を伴う除却費を除いたもの）
等の計上により企業内部に留保される資金のこと。過年度損益勘定
留保資金は、前年度以前に発生したもの
地震時に通行を確保すべきと愛知県が指定した道路

地方公営企業法の適用にあたり、法適用の前日をもって従前の会計
年度を終了させるための決算
地方公営企業法を適用するにあたり、法の全部の規定を適用するの
ではなく財務規定等のみ適用すること
地方公営企業法のすべての条項を適用すること。財務のみ適用とな
る一部適用と異なり、首長とは別に管理者が置かれ、一般行政の組
織から切り離され独立した経営組織となるもの
現金の収入を伴わない収益であり、資産取得時に財源とした補助金
等（長期前受金）を、減価償却に対応して収益化した額のこと
マンホールポンプ等の施設の異常を遠方で監視するために、信号に
変換し通信する装置

除害施設

水質規制経費

水洗化人口・水洗化率

水洗化促進経費

水道料金等業務包括委
託
ストックマネジメント
事業

接続啓発プラン

Society5.0

損益勘定留保資金

第 1次及び第 2次緊急
輸送道路
打切決算

地方公営企業法財務規
定等適用
地方公営企業法の全部
適用

長期前受金戻入額

通報装置

用　語 解　説
焼き物の管、つまり土管のこと。 土を原料にした自然素材であり環
境負荷が小さいこと、耐食性が高いことから下水道配管として従来
から使用
当期純利益は、企業が一事業年度に全資産を運用して上げた収益か
ら費用を差し引いた額がプラスの場合のこと。マイナスの場合は当
期純損失
原則、市街化調整区域で行う公共下水道

人の健康や環境に対し、被害を発生させるおそれのある物質を含む
汚水又は廃液を排出する施設で、水質汚濁防止法及びダイオキシン
類対策特別措置法で定められたもの
公共下水道の整備に先立ち雨水整備を行う場合の名称で、基本的な
施設は公共下水道の雨水と同じもの
総務省が定める繰出基準をベースとして、市が独自に定めた下水道
事業に関する一般会計からの繰入基準
豊川流域下水道を構成する４組織（豊橋市、豊川市、蒲郡市、新城市）
が流域下水道を維持管理していくため愛知県へと支払う維持管理負
担金。各市の排水量によって金額が決定
豊橋市、豊川市、蒲郡市、新城市で組織され、豊川流域下水道の実
施を促進するとともにこの事業のために必要な協力をし、地方産業
の振興と関係住民の福祉増進に寄与することを目的とした協議会
地方自治法等の改正により導入された、リスク（組織目的の達成を
阻害する要因）を一定の水準以下に抑えることを確保するために、
業務に組み込まれ、組織内の全ての者によって遂行されるプロセス
地方公営企業の補填財源として使用できる企業内部に留保された資
金のこと。具体的には保有する現金預金等で、企業外に流出し、ま
たは固定化しても差し支えない繰越工事資金、損益勘定留保資金、
利益剰余金処分額等をいう
排水設備の設置や構造の基準に適合するか確認するために必要な申
請
長時間労働の解消、非正規と正社員の格差是正、高齢者の就労促進
等、働く方々が、それぞれの事情に応じた多様な働き方を選択でき
る社会を実現するための改革
現金の収支の有無にかかわらず、経済活動の発生という事実に基づ
き記録・整理する方式
正式名称を、Private-Finance-Initiative（プライベート・ファイ
ナンス・イニシアチブ）といい、公共事業を実施するための手法の
一つ。民間の資金と経営能力・技術力（ノウハウ）を活用し、公共
施設等の設計・建設・改修・更新や維持管理・運営を行う公共事業
の手法

陶管 (セラミック管）

当年度純利益・損失

特定環境保全公共下水
道事業
特定施設

都市下水路

豊川市一般会計繰出基
準
豊川流域下水道維持管
理費負担金

豊川流域下水道推進協
議会

内部統制制度

内部留保資金

排水設備の確認申請

働き方改革

発生主義

ＰＦＩ方式

参考資料
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用　語 解　説
下水道に汚水を排出する前において、下水排除基準を超過しないよ
うに処理を行う設備
特定施設の設置の届出の受理等、公共用水域の水質保全に資するた
めに行う下水道に排除される下水の規制に関する事務に要する経費
について繰り出すための経費
水洗化人口：供用開始区域内における下水道に接続した人口
水洗化率：水洗化人口を供用開始区域内人口で除した値で、下水道
を利用できる区域内において下水道に接続した人の割合
水洗化促進のための啓発費等、水洗便所に係る改造命令等に関する
事務に要する経費の一部について繰り出すための経費
水道料金の徴収業務とともに下水道使用料や受益者負担金なの徴収
業務等の複数の業務を民間事業者に包括的に委託すること
明確な目標を定めたうえで、膨大な施設の状況を客観的に把握、評
価し、長期的な施設の状態を予測しながら、下水道施設を計画的か
つ効率的に管理するもの
下水道未接続世帯の接続向上へ向け効果的かつ実践的な啓発を行う
ための実施方針
内閣府の『第５期科学技術基本計画』にて定義された、サイバー空
間（仮想空間）とフィジカル空間（現実空間）を高度に融合させた
システムにより、経済発展と社会的課題の解決を両立する、人間中
心の社会（Society）のこと
資本的収支の補填財源の一つで、当年度損益勘定留保資金と、過年
度損益勘定留保資金に区分される。当年度損益勘定留保資金は、当
年度収益的収支における現金の支出を必要としない費用、具体的に
は減価償却費、資産減耗費（現金支出を伴う除却費を除いたもの）
等の計上により企業内部に留保される資金のこと。過年度損益勘定
留保資金は、前年度以前に発生したもの
地震時に通行を確保すべきと愛知県が指定した道路

地方公営企業法の適用にあたり、法適用の前日をもって従前の会計
年度を終了させるための決算
地方公営企業法を適用するにあたり、法の全部の規定を適用するの
ではなく財務規定等のみ適用すること
地方公営企業法のすべての条項を適用すること。財務のみ適用とな
る一部適用と異なり、首長とは別に管理者が置かれ、一般行政の組
織から切り離され独立した経営組織となるもの
現金の収入を伴わない収益であり、資産取得時に財源とした補助金
等（長期前受金）を、減価償却に対応して収益化した額のこと
マンホールポンプ等の施設の異常を遠方で監視するために、信号に
変換し通信する装置

除害施設

水質規制経費

水洗化人口・水洗化率

水洗化促進経費

水道料金等業務包括委
託
ストックマネジメント
事業

接続啓発プラン

Society5.0

損益勘定留保資金

第 1次及び第 2次緊急
輸送道路
打切決算

地方公営企業法財務規
定等適用
地方公営企業法の全部
適用

長期前受金戻入額

通報装置

用　語 解　説
焼き物の管、つまり土管のこと。 土を原料にした自然素材であり環
境負荷が小さいこと、耐食性が高いことから下水道配管として従来
から使用
当期純利益は、企業が一事業年度に全資産を運用して上げた収益か
ら費用を差し引いた額がプラスの場合のこと。マイナスの場合は当
期純損失
原則、市街化調整区域で行う公共下水道

人の健康や環境に対し、被害を発生させるおそれのある物質を含む
汚水又は廃液を排出する施設で、水質汚濁防止法及びダイオキシン
類対策特別措置法で定められたもの
公共下水道の整備に先立ち雨水整備を行う場合の名称で、基本的な
施設は公共下水道の雨水と同じもの
総務省が定める繰出基準をベースとして、市が独自に定めた下水道
事業に関する一般会計からの繰入基準
豊川流域下水道を構成する４組織（豊橋市、豊川市、蒲郡市、新城市）
が流域下水道を維持管理していくため愛知県へと支払う維持管理負
担金。各市の排水量によって金額が決定
豊橋市、豊川市、蒲郡市、新城市で組織され、豊川流域下水道の実
施を促進するとともにこの事業のために必要な協力をし、地方産業
の振興と関係住民の福祉増進に寄与することを目的とした協議会
地方自治法等の改正により導入された、リスク（組織目的の達成を
阻害する要因）を一定の水準以下に抑えることを確保するために、
業務に組み込まれ、組織内の全ての者によって遂行されるプロセス
地方公営企業の補填財源として使用できる企業内部に留保された資
金のこと。具体的には保有する現金預金等で、企業外に流出し、ま
たは固定化しても差し支えない繰越工事資金、損益勘定留保資金、
利益剰余金処分額等をいう
排水設備の設置や構造の基準に適合するか確認するために必要な申
請
長時間労働の解消、非正規と正社員の格差是正、高齢者の就労促進
等、働く方々が、それぞれの事情に応じた多様な働き方を選択でき
る社会を実現するための改革
現金の収支の有無にかかわらず、経済活動の発生という事実に基づ
き記録・整理する方式
正式名称を、Private-Finance-Initiative（プライベート・ファイ
ナンス・イニシアチブ）といい、公共事業を実施するための手法の
一つ。民間の資金と経営能力・技術力（ノウハウ）を活用し、公共
施設等の設計・建設・改修・更新や維持管理・運営を行う公共事業
の手法

陶管 (セラミック管）

当年度純利益・損失

特定環境保全公共下水
道事業
特定施設

都市下水路

豊川市一般会計繰出基
準
豊川流域下水道維持管
理費負担金

豊川流域下水道推進協
議会

内部統制制度

内部留保資金

排水設備の確認申請

働き方改革

発生主義

ＰＦＩ方式
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用　語 解　説
事業継続計画（Business Continuity Plan）の頭文字を取った言葉。
企業が、テロや災害、システム障害や不祥事といった危機的状況下
に置かれた場合でも、重要な業務が継続できる方策を用意し、生き
延びることができるようにしておくための戦略を記述した計画書の
こと
河川の水位が洪水等で高くなった時、堤内地側に水が逆流しないよ
うに、河川の堤防の中にコンクリート等の水路を通して、そこにゲー
トを設置したもの
経済活動を財貨等の経済価値の増加と他の経済価値の減少という二
つの側面に注目してその変動を記録するもの
分流式下水道等に要する資本費等の一部について繰り出すための経
費。資本費のうち、その経営に伴う収入をもって充てることができ
ないと認められるものに相当する額が該当
建設改良費等の資本的支出に充てる他会計（一般会計）からの繰入
金
下水道事業に係る経費のうち、一般会計（公費）が負担すべき「そ
の性質上当該地方公営企業の経営に伴う収入をもって充てることが
適当でない経費」及び「当該地方公営企業の性質上能率的な経営を
行ってもなおその経営に伴う収入のみをもって充てることが客観的
に困難であると認められる経費」。主として雨水処理に係る経費が
該当
繰上返済を行う場合、返済に伴って生じる損失に対応する補償金の
支払いが前提となるが、その支払いを免除したうえで繰上返済を行
うこと。例外的な措置であることから法律に基づいて実施
資本的収入が資本的支出に不足する場合にその不足額を補填する当
該企業内部に留保された資金等の財源のこと。具体的には、消費税
及び地方消費税資本的収支調整額、損益勘定留保資金、積立金等を
いう
下水処理場へ送る自然流下管の途中におけるマンホールの中に、ポ
ンプ設備を組み込んで、道路の下に埋設設置したもの
下水道の接続工事をする方に、工事費用を金融機関から借り入れ出
来るようにあっせんし、完済までの利息を市が負担する制度
収益的収入が支出を超えると見込まれる額で、あらかじめ処分する
ことを定めた金額のこと
流動資産：短期負債の償還に充てることができるもの。仮払い済額
流動負債：負債のうち事業の取引において１年以内に償還しなけれ
ばならない短期の債務

ＢＣＰ

樋門

複式簿記

分流式経費

他会計出資金

他会計負担金

補償金免除による借入
金の繰上返済

補填財源

マンホールポンプ

融資あっせん及び利子
補給制度
利益剰余金処分額

流動資産、流動負債
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用　語 解　説
事業継続計画（Business Continuity Plan）の頭文字を取った言葉。
企業が、テロや災害、システム障害や不祥事といった危機的状況下
に置かれた場合でも、重要な業務が継続できる方策を用意し、生き
延びることができるようにしておくための戦略を記述した計画書の
こと
河川の水位が洪水等で高くなった時、堤内地側に水が逆流しないよ
うに、河川の堤防の中にコンクリート等の水路を通して、そこにゲー
トを設置したもの
経済活動を財貨等の経済価値の増加と他の経済価値の減少という二
つの側面に注目してその変動を記録するもの
分流式下水道等に要する資本費等の一部について繰り出すための経
費。資本費のうち、その経営に伴う収入をもって充てることができ
ないと認められるものに相当する額が該当
建設改良費等の資本的支出に充てる他会計（一般会計）からの繰入
金
下水道事業に係る経費のうち、一般会計（公費）が負担すべき「そ
の性質上当該地方公営企業の経営に伴う収入をもって充てることが
適当でない経費」及び「当該地方公営企業の性質上能率的な経営を
行ってもなおその経営に伴う収入のみをもって充てることが客観的
に困難であると認められる経費」。主として雨水処理に係る経費が
該当
繰上返済を行う場合、返済に伴って生じる損失に対応する補償金の
支払いが前提となるが、その支払いを免除したうえで繰上返済を行
うこと。例外的な措置であることから法律に基づいて実施
資本的収入が資本的支出に不足する場合にその不足額を補填する当
該企業内部に留保された資金等の財源のこと。具体的には、消費税
及び地方消費税資本的収支調整額、損益勘定留保資金、積立金等を
いう
下水処理場へ送る自然流下管の途中におけるマンホールの中に、ポ
ンプ設備を組み込んで、道路の下に埋設設置したもの
下水道の接続工事をする方に、工事費用を金融機関から借り入れ出
来るようにあっせんし、完済までの利息を市が負担する制度
収益的収入が支出を超えると見込まれる額で、あらかじめ処分する
ことを定めた金額のこと
流動資産：短期負債の償還に充てることができるもの。仮払い済額
流動負債：負債のうち事業の取引において１年以内に償還しなけれ
ばならない短期の債務

ＢＣＰ
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豊川市下水道事業経営戦略
令和３年３月
豊川市上下水道部　下水管理課・下水整備課
〒441-1292 愛知県豊川市一宮町豊1番地
Tel: 0533-93-0157　Fax: 0533-93-0164


